
平成22年度保育対策等促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表（案）  
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改正前  

（補助金の返還）  

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既   
にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その   
越える部分について国庫に返還することを命ずる。   

（その他）  

13 特別の事情により、4、7、8及び11に定める算定方法又は手続によ   
ることができない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてそ   
の定めるところによるものとする。  

（補助金の返還）  

12 （略）  

（その他）  

13 （略）  
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改正後  改正前   

別表  別表  

1区分   2 基  準  額   3 対象経費   4 補助率    1区分   2 基  準  額   3 対象経費   4 補助率  

1一時預かり事業  一時預かり事業に必要  ⊥∠ 

＿  

生塵呈   
保  保  

（年間延べ利用児童数により区分され  

女  士  
る次に定める額とする）  

R  日  
1か所当たり年額  

1，350、000円  
対  対  （300人以上900人未満）  

遇軋巴  
策  策  （900人以上1、500人未満）  

3、510、000円  
等  等  （1，500人以上2、100人未満）  

4，590，000円  
促  促  （2、100人以上2．700人未満）  

5．670、000円  
進  進  （乙700人以上3，300人未満）  

6、750、000円  
事  事  （3，300人以上3．900人未満）  

7β30、000円（3，900人以上）  
業  業  

※保育所型における経過措置分  
坐姐巴  

（25人以上300人未満）  

（2）地域密着Ⅱ型（地域密着型に頬す  
るもの）  

（年間延べ利用児童数により区分される  

次に定める額とする）  

1か所当たり年額  

1、215、000円  

（300人以上900人未満）  

一
会
丁
 
 
 



改正後  改正前  

2、187，000円   
（900人以上1．500人未満）  

3，159，000円  
（1、500人以上2、100人未満）  

4．131，000円  
（2，100人以上2，700人未満）  

5，103，000円  
（2，700人以上3．300人未満）  

6，075，000円  

（3，300人以上3．900人未満）  

7、047、000円（3、900人以上）  

※（1）及び（2）ともに、1日当たり  
4時間未満の利用児童については、2  
人で1人と算定すること  

エ 特定保育事業   1／3                                                     特定保育事業に必要な  ヱ 特定保育事業   特定保育事業に必要な  
（年間延べ利用児童数により区分される  （年間延べ利用児童数により区分される  
次に定める額とする）  次に定める額とする）  

1か所当たり年額  1か所当たり年額  
270，000円  270，000円  

（25人以上300人未満）  （25人以上300人未満）  

810，000円  810，000円  
（300人以上600人未満）  （300人以上600人未満）  

1，350，000円  1，350，000円  
（600人以上900人未満）  （600人以上900人未満）  

1，890，000円  1，890，000円  
（900人以上1，200人未満）  （900人以上1，200人未満）  

2，430，000円  2，430，000円  
（1，200人以上1，500人未満）  （1，200人以上1，500人未満）  

2，970，000円  2，970，000円  
rl＿500人以上1＿800人夫濡）   

ニ司  
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改正後  改正前  

3，510，000円  3，510，000円  
（1，800人以上2，100人未満）  （1，帥0人以上2，100人未満）  

4，050，000円  4，050，000円  
（2，100人以上2，400人未満）  （2，100人以上2，400人未満）  

4，590，000円  4，590，000円  
（2，400人以上2、700人未満）  （2，400人以上2，700人未満）  

5，130，000円（乙700人以上）  5，130，000円（2，700人以上）  

※1日当たり4時間未満の利用児童に  ※1日当たり4時間未満の利用児童に  
ついては、2人で1人と算定すること  ついては、2人で1人と算定すること  

旦 休日■夜間保育事業   休日・夜間保育事業に  且休日・夜間保育事業  休日・夜間保育事業に  
必要な経費  必要な経費   

（1）休日保育事業（認可保育所）  （1）休日保育事業（認可保育所）  
①基本分  ①基本分  

（年間延べ利用児童数が210人以下）  （年間延べ利用児童数が210人以下）  
1か所当たり年額1，161、000円  1か所当たり年額1，176、000円  

②加算分  ②加算分  
（年間延べ利用児童数が210人を超  （年間延べ利用児童数が210人を超  

える場合、基本分に加え、次の単価を  える場合、基本分に加え、次の単価を  
加算）  加算）  

1か所当たり年額  1か所当たり年額  
80，500円  80，500円  

（210人超280人未満）  （210入超280人未満）  

241，500円  241，500円  
（280人以上350人未満）  （280人以上350人未満）  

402，500円  402，500円  
（350人以上420人未満）  （350人以上420人未満）  

563，500円  563，500円  
（420人以上490人未満）  （420人以上490人未満）  

724，500円  724，500円  
（490人以上560人未満）  （490人以上560人未満）  

－
会
？
 
 
 



改正後  改正前  

885，500円  
（560人以上630人未満）  

1，046，500円  
（630人以上700人未満）  

1，207，500円  
（700人以上770人未満）  

1，368，500円  
（770人以上糾0人未満）  

1，529，500円  
（840人以上910人未満）  

1，690，500円  
（910人以上980人未満）  

1，851，500円  
（980人以上1，050人未満）  

2，012，500円（1，050人以上）   

（2）休日保育事業（認可保育所以外）   

（∋基本分  

（年間延べ利用児童数が210人以下）  
1か所当たり年額  630，000円  

②加算分  
（年間延べ利用児童数が210人を超   
える場合、基本分に加え、次の単価   
を加算）  

1か所当たり年額  
63，000円  

（210人超28d人未満）  

189，000円  
（2gO人以上350人未満）  

315，000円  

（350人以上420人未満）  

885，500円  
（560人以上630人未満）  

1，046，500円  
（630人以上700人未満）  

1，207，500円  
（700人以上770人未満）  

1，368，500円  
（770人以上S40人未満）  

1，529，500円  
（840人以上910人未満）  

1，690，500円  
（910人以上980人未満）  

1，851，500円  
（980人以上1，050人未満）  

2，012，500円（1，050人以上）   

（2）休日保育事業（認可保育所以外）   

（訂基本分  

（年間延べ利用児童数が210人以下）  
1か所当たり年額  630，000円  

②加算分  
（年間延べ利用児童数が210人を超   
える場合、基本分に加え、次の単価   
を加算）  

1か所当たり年額  
63，000円  

（210人超280人未満）  

1S9，000円  
（280人以上350人未満）  

315，000円  
（350人以上420人未満）  

萄  
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改正後  改正前  

441，000円  
（420人以上490人未満）  

567，000円  
（490人以上560人未満）  

693，000円  

（560人以上630人未満）  

819，000円  
（630人以上700人未満）  

945，000円  
（700人以上770人未満）  

1，071，000円  
（770人以上840人未満）  

1，197，000円  
（840人以上910人未満）  

1，323，000円  

（910人以上980人未満）  

1，449，000円  
（粥0人以上1，050人未満）  

1，575，000円（1，050人以上）   

（3）夜間保育推進事業（認可保育所）   
1か所当たり年額  2，460，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
保育所にあっては、1，230，000円）   

（4）夜間保育推進事業  
（認可保育所以外）   

1か所当たり年額  1，500，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
施設にあっては、750，000円）  

441，000円  
（420人以上490人未満）  

567，000円  

（490人以上560人未満）  

693，000円  
（560人以上630人未満）  

819，000円  
（630人以上700人未満）  

945，000円  
（700人以上770人未満）  

1，071，000円  
（770人以上840人未満）  

1，197，000円  
（840人以上910人未満）  

1，323，000円  
（910人以上980人未満）  

1，449，000円  
（980人以上1，050人未満）  

1，575，000円（1，050人以上）   

（3）夜間保育推進事業（認可保育所）   
1か所当たり年額  2，460，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
保育所にあっては、1，230，000円）   

（4）夜間保育推進事業  

（認可保育所以外）   

1か所当たり年額  1，500，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
施設にあっては、750，000円）   



改正前  改正後  

病児・病後児保育事業  
に必要な経費  

生 病児・病後児保育事業  
（1）病児対応型  

①基本分   
1か所当たり年額 り叩朋0町  

②加算分   
（基本分に加え、年間延べ利用児童   

数により区分される次に定める額を  
加算）   

1か所当たり年額  
500，000円  

（10人以上50人未満）  

岬000円  
（50人以上200人未満）  

叩000円  
（200人以上000人未満）  

5、750．000円  
（000人以上600人未満）  

7，750，000円  
（600人以上8㈹人未満）  

9，750，000円  
（S00人以上1，000人未満）  

11，750，000円  
（1，000人以上1プ㈹人未満）  

13，750，000円  
（1β00人以上1，400人未満）  

15，750，000円  
（1，400人以上1，6㈹人未満）  

17，750，000円  
（1，600人以上1，800人未満）  

19，750，000円  
（1，800人以上2，000人未満）  

病児・病後児保育事業  
に必要な経費  

乙 病児・病後児保育事業  
（1）病児対応型  

①基本分  
1か所当た・り年額 卿000円  

②加算分   
（基本分に加え、年間延べ利用児童   

数により区分される次に定める額を  
加算）   

1か所当たり年額  
500，000円  

（10人以上50人未満）  

ちラPO，000円  
（50人以上200人未満）  

！り即，000円  
（200人以上400人未満）  

卿000円  
（400人以上600人未満）  

7，750，000円  
（600人以上800人未満）  

9，750，000円  
（800人以上1，000人未満）  

11，750，000円  
（1，000人以上1，200人未満）  

13，750，000円  
（1，200人以上1，400人未満）  

15，750，000円  
（1，400人以上1，600人未満）  

17，750，000円  
（1，600人以上1，800人未満）  

19，750，000円  
（1，800人以上2，000人未満）  

「．、－てr‾▼      丁   ＿   ‾ ‾‾ ‾＝   i こ「こr「て‾＝i「丁  ‾■■■   



改正前  改正後  

（2）低所得者減免分加算（病児対応型）   

ア 生活保護法による被保護者世帯  
5，000円× 年間延利用人員   

イ 市区町村民税非課税世帯  
2，500円× 年間延利用人員  

⊥ 

（2）低所得者減免分加算（病児対応型）   

ア 生活保護法による被保護者世帯  
5，000円× 年間延利用人員   

イ 市区町村民税非課税世帯  
2，500円× 年間延利用人員   

（3）普及定着促進費（病児対応型）  
当たり年額 500  

か月未満の  事業期間が6   （ただし  

000円）  施にあっては、250   聯）∴  
（且）病後児対応型   

（訂基本分   

1か所当たり年額  

（4）病後児対応型   

①基本分   
1か所当たり年額  

②加算分  
（基本分に加え、年間延べ利用児童  

数により区分される次に定める額を  

加算）  

1か所当たり年額  

400，000円  
（10人以上50人未満）  

t；ラノさ 

（50人以上200人未満）  

建旦理独円  
（200人以上400人未満）  

②加算分  
（基本分に加え、年間延べ利用児童  

数により区分される次に定める額を  
加算）  

1か所当たり年額  
400，000円  

（10人以上50人未満）  

（50人以上200人未満）  

（200人以上400人未満）  

二・ 
（400人以上600人未満）   

6，800，000円  
（600人以上800人未満）   

8，700，000円  
（800人以上1，000人未満）   

10，600，000円   
（1，000人以上1，200人未満）  

（400人以上600人未満）  

6，800，000円  
（600人以上800人未満）   

8，700，000円  
（800人以上1，000人未満）   

10，600，000円  
（1，000人以上1，200人未満）   



改正後  改正前  

12，500，000円  12，500，000円  
（1，200人以上1，400人未満）  （1，200人以上1，400人未満）  

14，400，000円  14，400，000円  
（1，400人以上1，600人未満）  （1，400人以上1，600人未満）  

16，300，000円  16，300，000円  
（1，600人以上1，800人未満）  （1，600人以上1，800人未満）  

18，200，000円  18，200，000円  
（1，800人以上2，000人未満）  （1，800人以上2，000人未満）  

20，100，000円（2，000人以上）  20，100，000円（2，000人以上）  

（．旦）低所得者減免分加算  （A）低所得者減免分加算  
（病後児対応型）  （病後児対応型）  

．ア生活保護法による被保護者世帯  ア生活保護法による被保護者世帯  
5，000円×年間延利用人員  5，000円×年間延利用人員  

イ市区町村民税非課税世帯  イ市区町村民税非課税世帯  
2，500円×年間延利用人員  2，500円×年間延利用人員  

（千円未満切り捨て）  
（6）普及定着促進費（病後児対応型）  

1か所当たり年額500．000円  
（ただし、事業期間が6か月未満の  

施施にあっては、250．000円）  

（事業開始年度限り）  

（エ）体調不良児対応型  （且）体調不良児対応型  
1か所当たり年額4，330，000円  1か所当たり年額4、4軋000円  

（ただし、事業期間が6か月未満の  （ただし、事業期間が6か月未満の  
施施にあっては、2、160、000円）  施施にあっては、2，200、000円）  

A 待機児童解消促進等事業   待機児童解消促進等事  ．旦待機児童解消促進等事業  待機児童解消促進等事  
業に必要な経費  業に必要な経費  

（1）送迎保育ステーション試行事業  
良妻茎盈  
1か所当たり年額 13．3阻000円  

（ただし、事業期間が6か月未満の  
施設にあっては、6、693，000円）  

塁賃塵塑  
1か所当たり年額3、000、000円  
（ただし、事業期間が6か月未満の  

施設にあっては、1＿500＿000円）   

一
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改正後  改正前  

止⊥家庭的保育事業  
（∋家庭的保育者経費  

児童1人当たり月額 過円   
②家庭的保育支援者経費  

ア 家庭的保育者6人以上に対し  
配置する場合  

家庭的保育支援者1人当たり年額  

〔且L家庭的保育事業   

①家庭的保育者経費  
児童1人当たり月額 興巴   

②家庭的保育支援者経費  
ア 家庭的保育者6人以上に対し  

配置する場合  
家庭的保育支援者1人当たり年額  

（ただし、事業期間が6か月未満の  （ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、卿）   
イ 家庭的保育者3～5人に対し  

配置する場合   
家庭的保育支援者1人当たり年額  

＝．jlLぃぃO P】  

（ただし、事業期間が6か月未満の  

000円）   場合は、2  

イ 家庭的保育者3～5人に対し  
配置する場合   

家庭的保育支援者1人当たり年額  
＝、コ7Jヱ0（）0円  

（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、1  000円）   場合は、1  000円）   

③連携保育所又は実施保育所経費   
ア 基本分  

1か所当たり年額600，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、300，000円）   

イ 加算分  
基本分に加え家庭的保育者1人  
につき次の年額単価を加算  

110，000円   

（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、55，000円）   

乞且L認可化移行促進事業   
1か所当たり年額  2，000，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、1，000，000円）   

追⊥保育所分園推進事業   
1か所当たり年額  1，200，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、600，000円）  

③連携保育所又は実施保育所経費   
ア 基本分  

1か所当たり年額600，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、300，000円）   

イ 加算分  
基本分に加え家庭的保育者1人  
につき次の年額単価を加算  

110，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、55，000円）   

上且L認可化移行促進事業   
1か所当たり年額   2，000，000円   

（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、1，000，000円）   

⊥4 

1か所当たり年額  1，200，000円   
（ただし、事業期間が6か月未満の  
場合は、600，000円）   

L亘 

1事業当たり年額  聖二辿狼男  

L旦＿L認可外保育施設の衛生・安全対策   

事業   

（旦⊥保育所体験特別事業  
1事業当たり年額  848  

L巨 

事業  



改正後  改正前  

旦保育県境改善等事業  保育環境改善等事業に  且保育衆境改善等事業  保育環境改善等事業に  

必要な経費  必要な経費  

（1）基本改善事業  （1）基本改善事業  

1事業当たり 7，000，000円  1事業当たり 7，000，000円  

（2）環境改善事業  （2）環境改善事業  

1事業当たり 1，000，000円  1事業当たり 1，000，000円  

6延長保育促進事業  延長保育促進事業に必  

墓室塵真  

（1）延長保育推進事業（基本分）  
1か所当たり年額4．600、000円  

（2）延長保育事業（加算分）  
（延長時間により区分される次に定め  

る額とする）  

1事業当たり年額  
迎迎・旦 

（延長時間30分）  

1、400，000円  
（延長時間1時間）  

2、200，000円  
（延長時間2～3時間）  

4、600、000円  
（延長時間4～5時間）  

5、400，000円  
（延長時間6時間以上）  

（ただし、（1）及び（2）ともに事業  
期間が6か月未満の施設にあっては、該  
する1か所（事業）当たり年額に2分の  
1を乗じて得た額を基準額とする）   

Jヽ 1■  
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別紙様式1  

平成年度保育対策等促進事業費国庫補助金調書  

厚生労働省所管  都道府県  
名  

年金特別会計児王手当勘定  

国  地  方  公  共  団  体  

歳  入  歳  出  
備 考  

歳 出 予 算 科 目   うち国庫補  交付決定額  補助率  科目  予算現綾  収入済鋲  科目  予算現額  うち国庫補 助金相当頼  支出済額   助金相当額  

駐  
（組織）厚生労働本省  円  円   円  円   円   円   円  

（項）児主音成事業費  

国  
（事項）特別保育等に必要な韓費  

（自）児壬育成事業費補助金  

詔  保育対策等促進事業費  

ノし                          （注）1り敵方吏′・」の「柑」は、の   斗日に、応  分 で 分 こと。  
2「予算現頼」は、当初予算臥補正予算臥予備費支出績、流用増△減額等の区分を明記すること。   

別紙様式1（略）   

蓮  

国  

督  

－46卜   



－
会
N
－
 
 

J
－
L
－
・
 
 
 



平成 年度保育対策等促進事業雲国庫補助金所要額総括表  

都 道 府 県  
指 定 都 市名  
中  核  市  

区  分   国庫補助基本額  要国庫補助額  

円  円   
備考   

保育対策等促進事業費  

贈   

監≡   

夜   

空   

簾  

別表1（略）   

－463－  



別表2  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金所要奄暴内訳表  
都道府県名  

合計 勧遣府黒  

区分内部  （三）  か所】枚    対象緑1■       基準 額  ⑥   遺定   芸  
②  ⑳  ④  ⑦ 捕芸額  

カヽ所  円  lコ】  円  円  円  円  円  円   円  
1 ＿－8i疇ムヽり重量  

／ク11■l錮■■2儀■t－  

乙」附走辟事■稟  
L休日・11間保育事業  r   ）  

拓  
（1）株声優t事業（；王『優書所）  

（之）休日僕書書よ（注可僕書所以外）  

（a）夜蘭僕1推進事象（辻可條t所〉  （  ）  

（ヰ）夜lⅥ係t推遺書集   

出  
（盲豪可1羊t所以一汁〉  （  ）  

L病児・■練児保書事業  （  ）  

（1）病ヱた対応型  

【之）低所得看加算（，■膿鑓〉  （  ）  

畜  
都道府県 合1汁  

長じ堆所1専有加算（病後北住量）  く   〉  
山江体調不良児；対応型  （  ）  

5．待】t児童解消促1尊書集  （  〉  

（  ）  

1え1★虹的優1事巣  （  ）  

ム吐逆可化捧行促ヨ■】■】■  （  ）  

即t斬分tl推うt■共  （  ）  

点辻僕t所体故楕別事巣  
山il認可づ什僕1施設の惰生・   
こ一 ∴二  

保育環壌改響事事業  
悩  （1）纂本故曹事萬  

合計   一一一一一r  l  

麗  （江）1．Uの（）は、6ケ月末洒一茶菅巽随一る一か前年り菅円軒で記入し・ま⊥≧1二1吏は漁免した人班菅・旦エむは】￥臓胴体 羊甥‖菅記入Tる－と・  
之．⑳は、千円朱5年切り】雷てで記入のこと．  

寂  

別表2  

ロコ  平成 年度保書対策等促進一事＃貴国庫補助金所要額内訳表  

書蜘  

振  ’こ ∴■  
■  ●  遭 走 鑓  剖十  

帥沢  ⑥  
か柵  （Z〉   

人  R  R  R  R  pl   R  

1一柳  
ヱJ沐8・鵬  l   ）  

（1）1鴨日優1■▼暮くず■町優▼I訴）  

（之〉休日優▼事暮（せ1町優丁断以外〉  

く■〉緻間傭1■稚1事■  

（‡書丘t所以外〉  （   1  

憩  
L削・脚  r    l  

（1）l輌比】噌l引巳  

国  
．臼止■t児ガ応巴  

合計  軌道府県  

督  ま－  r    ）  

エ11壬▲l勺1Rl■■‖■  
1  

ぷじ汗可化専1号色濃事▲  r ヽ  

ぷ止犀1■l訴分■推進事■  J    l  

山じ沈町外優▼ヰ致の■l生・  

安食コ相集事薫  
ト・ト・・声∴」■一  
（1）暮．t故書事薫  

（ヱ）tt撫l■専一■  

i〔、く■≡1■●づ∴▼一ン  

J11t■ llO■●■嘉1tll▲くIl  r    l  

rク＼m上貞一1暮一触t胡ト1  r    l  

合t 一  ／  
り董＝．¢の【：lもわ月鵬を耕するーか馳を舶己入し・旦は」止ユー漉した人数を、嵐山は「初脚を、旦公は出藍莱久丁る－と・  

乙①l£千円大柳捨てで；已入・のこと．   

，
、
一
 
 

1
．
 
 
 



別表2  

平成 年度保育対策等促進事業雇層庫補助金所要額内訳表  

削新県名  
11払訂麻強弁  

対柑  
か克庁数  

区分内訳  
①       ▲＝1 （彰  警矧⑥可刺巻（草 遭定額 の額）（B               支と亡 ・モ e）  寄付合その他 の収入破 ③  景引破 （②｝3）三④  

か声斤   R   R  円   

＿⊥u出                （之）】轟i■l■■l轡  

】l 二■ 一 一 ▲  

L特定保育事左  

旦⊥休日・研保育事業   
橿  

r   ）  

（り休日優▼暮1（ま可優▼席）  

（2）休日燥★tl（紘可保★所以外）  

可優★所）   

出  
（ヰ）覆叫優▼I■逸事▲   

q匿可1暮書J折以外）   （  ）  

土偶外敵児俣t事業   （  ）  

（1）ホ児対応虻  

（之）場所嶋看加】■（病児址）  

詔  00市  
血   書加暮（ホ畿北里土）   

1  ）  

」主ユ体‡l不良児対応型   （  ）  

L行脚さ岨等事稟   （  ）  

【1）iよミロ4■t■スサーーし∃・ノi古書亨1」■  1  ）                    血暮且的快▼事★   

＿（＿＿）  

血敵可1ヒ】■栢促遺事】■  ＿⊥）  
止ユ優▼J箭分鳳檜‡■事▲  

血す▼斯休職疇別事ゴー  
」皇ユ瞳可外傷十施拉の衛生－   

安全対事事▲  
且＿傑t覆墳敬書等事芙  

（1〉i★歌書事▲  

（2）積壌モ故事▼▲  

合！汁  

（注）1Cの（  

別表2  

平成 年度保育対策等促進■業費周庫補助金所要額内訳表  

榔上■毛  

二     一  旺I正†■肋  醐  
か   基 準   

l区分内訳  

晋  ②  ¢〉  ）－⑧     ⑤  r眈（Sを比較 して少ない方 の臨）（8  （⑥x2／3〉  均  毒瑚1れ ・▼こニュ1・・  墓真瞳 （¢也⑧を比職 して少ない方 一二 
＝＝   

力ヽ所   円   円  R   円   
ユ」特定條▼事象  
乙＿休月・夜間任雷暮よ  （  ）  

（l）休日僕書暮t（比可侠▼所）  

（a）夜仰優★托遭■1くは可條★斬）  ¶J＿＿⊥  

（比可儀■所以外）  

憩  
rl  

L病児・織児優▼事糞  r    〕  

（り頼光対一石鷲  

（2）囁麒靖曹上玉公．加事（ホ児且丘旦〉  ＿＿⊥  

出  （3）暮カー■い旧；■■ト（ltl■ホI好：塑11   ＿＿＿⊥＿＿）  

必備併せ著度量且加■（病後火組数〉  
r《1】■■TF一寸R■－■lYt暮■l■士†d 

■▼⊥＿▲－」  

畜  ⊂〉○市  r）  

A一掃機光量解消堰遽零讐虞  （   1  

エ1⊥貪Il的僕書事▲  
q  

止ユは可化移行促進▼t  」  
血優▼節分中経遭事書  

＿＿＿⊥ ＿＿〉  

鑓可外錬▼                       1象ユ■  施酸の衛生・  

安全詞書事▲  
L保t傭書く幕事集  

（りi本歌暮事▲  

（2〉王一塊改書事1  

（111王」■■ll■l■1】■暮r暮土与Il r21扇ト■い■l■ttrナnl■与い   （  ）  

r    ）  

含；十  

注）1仕切  

－465－   



別喪2  

平成  年度株育対策等促進事兼賛同厚相助会所要親内訳表  
檜 定 ■I 市 名  
中  穣  市  名  

対た軽十  ■】庫補助  ≠Fl庫  

州■  支出   零1寸虫干の他  蓋 】事 1■  ■ト暮1■   補助槌  
内択  ①   千一定吼  の1k入鐘   差引1且  （≡〉   少な    （（E〉xl／3〉  

②  ①  【②－③）＝（む  い方のl且）（p  （＝〉  

lコ】   l：q   l：q   

＿⊥1泄巳  

…一 ・  
L脚  
L嬢匂・椰▼疇  

橿  （1）休8」■★l■薫ql呵儀★ホ〉  

12〉体8t★■■囁Ⅶt★腰〟ナl〉  

【さ）t仲憬■】t▲事tq亡可■■I下）  

（■〉■tⅦ吐★檜1■嘉（】■可優★ホ鑓外〉  

出  
（1）■兜1けR；■  

旺〉牡簡穐●‡8■（■咄  

宙  
血止t辞I●■〝l■（■t雌■0  

騨■不■児州柘九   
・  ■…▼ノ ー ▲   

血l■▲I9■★暮薫  

『化】■行t濃■■  

山止■■断分■1t▲事■  

〟u攣★腑■■川甘■■  

止泄間州山川■¢■量一一日ヒ■朗■■事  

僻  
L儀■■腑暮  

（1）暮：■t■●1  

（2）江■t●●薫  

藍  （注）1．①の（）は、○ケ月絨事象を実施ナるーか新書ノを内tでt已人し、1山よ減免した人媚褒、旦以は「象丘的像1著せ」を記入すること・  

2．⑦は、千円★蕩切明電てでl己入のこと．  

夜  

別表2  

ロコ  平成  年度保育対策等促進事業費臨席補助金所属1牧内1択表  
指 定 都 市 名  
中  機 l打  毛  

轟  
虚血如■・与l  

対象應慎  匹＝■補助   雷ロI庫  

か所■  支出予定欄   纂】事 由   ■ト事1江  事l動亘  

内訳  ⑳  の収入且   差引叫  
（②－①〉＝（む  

⑤     （④と⑨を雌して少な  
②   q〉  い方の‘l）（p  ⑦  

lコ】   R   R   lコl   円   lコ】  

脚■  
休日・郡   

（    1  

（1）休B徽▼■1祉呵■▼断〉  

（2休日■▼■け■ql呵■t簡射れ）  

■ 檜1暮雷（■可t▼■け  

（■）1M書▼檜暮事暮償可●▼ホ跡〉   

憩  
′     1  

控〉■朴鵬円u出脚■（■旭）   

出  
．     ●′り＝  ・ ■‘’  

伯▲－／ ●■■一広■，l  
皿体■不1光舛嘘   

督  
r    l  

．■l．ト■ －   
（    1  

．妃ユー可化書簡僕九■■   

山●■■鎗■ltt■■   

J公書▼高相■桝▼▲  

即可外¢▼詫杜のt生・  
℡・■■lt▼暮  

L－‘ こ・「■’＝1j  

（2）ll慎；女暮▼■  

－  

（   1  

倉l  

（注）l．①の（）は、8ケ月大師■象を実施するーか斯血一せ内七で記入し・ユ1之1こ址はよ免した人数を、山】が諌止的優1考敵」を、丘（之雌k象記入すもこと・  
乙（かは 千円乗縞切り捨てでt己入のこと  

」一   



別表3  

平成  年産保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

ト時預かり事業  
名  

（1）保育所型  中  核  市  

市町村名   保育所名  
設置  

運営   支出予定額   
事業実施  
月数   

年間延べ  
主体  主体  利用児童数  

の  ふ   店）   （勤   （釦   の  
円   月   人  

糧  
／  

出  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

／  

合計   か所  か所  か所  円   か所   人  
公  

市町村  私  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   

（削除）   

憩  

出  

畜  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

い一時預刑事菓  
名  

（2）地域密着型  中  核  市  

市町村名   施設名  設置場所  設置   
主体  月数   

年間延べ  
利用児童数   

の  圧）  瓜  （初   ふ   （訊   冊  府）  

円   月   人  

柱  ／  

／  

H  
／  

／  

詔  
／  

／  

／  

／  

／  

合音†   か所   か所  円  

市町村  
公  
私  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  
2．③は、「地域子育て支援拠点」や「00駅ビル」等と記入すること。  
3．④と⑤は、市町村の場合「公jと、NPO等の場合「私」と記入すること。   

皿一 
（削除）   

憩  

国  

督  

ー
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．
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業貴国庫補助金事業計画書  

1・一時掛り事業  名  
く3）地域密書n型  中  核  市  

市町村名   施設名   設置場所   主体   職員数  支出予定額  事業実施  年間延べ  
月数  利用児童勤  

斤）  ¢）  圧）   仔）   信）   鳳  侃   ⑧   ⑨  
保育士 A  その他 B  計（A＋8）C   円   月   人  

糧  
／  

出  
／  

／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

合計  か所  人   人   人   円  
公  

1右打r村  私  

僻  
（注）1．のは、指定都市と中核市は一己入の必要なし  

2．信）は、「地域子育て支援拠点」や「00駅ビル」等と記入すること。  
3．めと⑤は、市町村の鳩舎「公」と、NPO等の場合「私」とl己入すること．  
4．⑥は、例えば、標準的な脆■配置体制が2名であり、うち1名が保育士である場合は、Aに1．Bに1、Cに2と記入すること．  

駁  
なお、Aが1以上、Cが2以上となっている必要があるので確認すること。  

萩  

ロコ  （削除）   

簾  

憩  

出  

畜  

ー469一   



別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事案計画書  

L特定保育事業  都 道 府 県  
指 定 都 市名  
中   核   市  

市町村名   保育所名  設置  運営  支出予定鶴   事業実施  年間延べ  
主体   主体  月数   利用児童数   

の  ③  （初  癌〉  
円  

の  
月  人  

橿  ／  

／  

胃  ／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所  か所  か所  円  か所  人  

公  

市FT村  私  
（注）1．（》は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

」特定保育事業  都 道 府 県  
指 定 都 市名  
中   核   市  

市町村名   保育所名  設置  遷宮  支出予定嶺  事業実施  年間延べ  
主体   主体  月数  利用児童数   

の  暖）  ③  （写）  6）  （g）  

円  
の  

月  人  

剋  ／  

／  

国  
／  

／  

詔  
／  

／  

／  

／ 

合計   
か所  か所  か所  円  か所  人  

公  

市町T村  私  
（注）1．（9は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業嚢国庫補助金事業計画書  

旦＿休日・夜間保育事業  部 道 府 県  
指  定  都  市名  

（1）休日保育事業（認可保育所）  中   核   市  

市町村名   保育所名   設置  遷宮  支出予定克  手業実施  年間延べ  
主体  主体  月数   利用児童数  

①   ②   ③   ㊥  ⑤  ⑥  
円   

圧）  

月   人  

提  
／  

／  

出  

／  

督  ／  

／  

／  

／  

／  

合言十   か所   か所  か所  円   か所   人  

公  

市町本寸  私  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

L休日・夜間保育事業  
名  

（1）休日保育事業（認可保育所）  中   核   市  

市町村名   保育所名   設置  運営  支出予定額  事業実施  年間延べ  

の   
主体  主体  月数   利用児童数   

e）   ③   斥）  喧）  庖）  

円   
動  

月   人  

憩  
／  

／  

出  
／  

／  

詔  ／  

／  

／  

／  

／  

合計   か所  か所  か所  円   か所   人  

公  

市町村  私  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会権祉法人等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

L休日・夜間保育事業  
名  

（2）休日保育事業（認可保育所以外）  中   核   市  

市町村名   保育所名  設置  運営  支出予定蛎  事業実施  年間延べ  
主体   主体   月数   利用児童数   

国       ②      同      ④     ⑤      ⑥      ⑦  
円  月  人  

程  
／  

／  

出  ／  

／  

督  ／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所  か所  か所  円  か所  人  

公  

市町村  私  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業貴国庫補助金事業計画書  

乙休日・夜帽育事業  
名  

（2）休日保育事業（認可保育所以外）  中   核   市  

市町村名  保育所名  設置  運営  支出予定額  事業実施  年間延べ  
主体  主体  月数   利用児童数  

の  （勤  係）  6）  ⑥  
円   

の  
月  人  

憩  ／  

／  

出  ／  

／  

畜  
／  

／  

／  

／  

／  

合計  
か所  か所  か所  円   か所  人  

公  

市町村  私  
（さ主）1．（》は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．（∋と（参は、市町村の場合「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

L休日・椚保育事業  名  
（3）夜間保育推進事業（認可保育所）  中  核  市  

市町村名  保育所名  設置  遷宮  
主1本   

主体   支出予定額  事業案施  

①  
月数   

国  ③   ④  （9  ⑥  
円   月  

提  ／  

／  

出  ／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   か所  か所  か所  円  か所  

＼  公  6月以上  

市町村  私  私  6月真意  

（注）1．①は、指定都市と中核磨は記入の必要なし  

2・③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

L休日・夜間保育事業  名  
（3）夜間保育推進事業（認可保育所）  中  核  市  

市町村名   保育所名  設置  遷宮  支出予定額  事業実施  

の  
主1本  主体  月数   

②  国   （動  ⑤  ⑥  
円   月  

頸  ／  

／  

出  ／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   か所  か所  か所  円  か所  

＼  公  6月以上  

市町村  私  私  6月兼三蒜  

（5主）1，①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

む休日・夜間保育事集  名  
（4）夜間保育推進事業（認可保育所以外）  中  核  市  

市町村名   保育所名   設置  運営  支出予定弓抜  事業実施  
主体  主体  月数  

の   8）   倭）  ⑤  （鉛  

円   月  

柘  ／  

／  

胃  ／  

／  

畜  ／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所  か所  か所  円  か所  

公  6月以上  

市町村  私  6月夫三嘉  

（5主）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．（∋と虜）は、市町村の場合「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   

別表3  
聖  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

L休日・夜間保育事業  名  

（4）夜間保育推進事業（認可保育所以外）  中  核  市  

市町村名  保育所名  設置  運営  支出予定額  事業実施  
主体   主体．   月数   

の  ③  ⑤  ⑥  
円   月  

剋  ／  

／  

国  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所   か所  か所  円  力ヽ所  

公  6月以上  

市町村  私  6月夫…嘉  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2－③と（初は、市町村の場合「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

名  
旦」病児・病後児保育事業  中核市  

（1）病児対応型  

互生置  
市町村名   実施施設名  主体   運営 主体   本休施設 の種別  

①  ②  ③  ④  （9  国  ⑦  ⑨  （診  

人  円  円  月  人  

糧  
／  

／  

出  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

円  か所  人  
合計   

贈  
市町村  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

璧  2．③と＠は、市町村の場合「公」と、医療法人等の場合ー私」と記入すること。  

3．⑤は、本体施設の種別（病院、診療所、保育所、単独設置等）を記入すること。  

在  

別表3  
ロコ  平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

轟  都道府県  
指定都市 名  

L病児・病後児保育事業  中核市  

（1）病児対応刑  

設置  
市町村名  実施施設名  主休  運営 主体   本体施設 の種別   

の  受）  ③  確）  鷹）  の  ⑧  ⑨  ㈹  
人  円  円  月  人  

潜  

／  

出  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

円  か所  人  
合計   

市町「村  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③畑は、市町村の場合「公」と、医療法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑤は、本体施設の種別（病院、診療所、保育所、単独設置等）を記入すること8   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業蓑国庫補助金事業計画書  

都道府県  
指定勧市 名  

丸廟児・病後児保育尊慮  中核市  

（2）低所得者加美盆く病児対応型）  

市町村名   実施施設名   減免分加算適用（生活保護）   減免分加算適用（非課税世帯）  
延べ人数  延べ人数   支出予定額  

の   同   （勤   

人   
虞〉   
人   

⑤  
円  

程  

出  

詔  

合計   か所   人   人   円  

市飢■村  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

都道府県  
指定都市 名  

L病児・病後児倶青書集  中桟市  

（2）低所得者工免盆加算（病児対応型）  

市町村名   実施施設名  蔵免分加算適用（生活保護）   減免分加算適用（非課税世＃）   
延べ人数  延べ人数  支出予定農   

の  同  冊  虞〉  
人   

（診  

人   円  

潜  

出  

詔  

合計   
か所   人   人   円  

市町村  

は）1・①は、指定都市と中核市は鱒入の必要なし   
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荘  

出  

督  

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

対応型，  
名  

核 

市 町 村 名  実 施 施 設 名  支出予定額   
（円）  

の   佗）  ゆ   項）  同  

憩  

国  

督  

合計   円  
か所  

市町村  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2・④は、病児・病後児保育手業（病児対応型〉の事業開始年月日を記入すること。  

3＿⑤は、備品購入、広報活動等具体的に記入すること。   

－47ト   



別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

都道府県  
指定都市 名  

A」病児・病後児保育手業  中核市  

血病後児対応型  

市町村名   実施施設名  聖霊  利用料金  
主体  支出予定額   

の  同  ③   同   ⑤   の  喧）   （勤   

人   円   
（知  

円   月   人  

橿  
／  

／  

出  
／  

／  

詔  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   
円   か所   人  

市■t■村   

（5主）1．（Dは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2、（診と④は、市町村の場合「公Jと、医療法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、本体施設の種別（病院、診療所、保育所、単独設せ等）を記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事莱貴国庫補助金事業計画書  

都道府県  
指定都市 名  

L病児・病後児保育専業  中核市  

上山．病後児対応型  

市町村名   実施施i設名  票  利用料金  
主体  支出予定障   

の  国  （知   店）   ふ   （苓）  の  膚）   （勤   

人   円   
命  

円   月   人  

憩  
／  

／  

出  
／  

／  

畜  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   円   か所   人  

市町村   
（5主）1．（Dは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と⑥は、市町村の場合「公」と、医療5真人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑤は、本体施設の種別（病院、診療所、保育所、単独設置等）を記入すること。   

－478－  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

都道府県  
指定範市 名  

A」病児・病後児保育事業  中核市  

J呈上低所得者加算公（病後児対応型）  

市町村名   実施施設名  減免分加算適用（生活保護）   減免分加算適用（非課税世帯）  
延べ人数  延べ人数   支出予定鎮  

の  同  ③   店）  

人   
⑤  

人   円  

彊  

国  

督  

合計   
か所   人   人   円  

市町村  
（注）1．G）は、指定都市と中核市は記入の必要なし   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業貴国庫補助金事業計画書  

都道府県  
指定都市 名  

旦」病児・病後児保育事業  中核市  

J旦1低所得者藍色盆加算（病後児対応型）  

市町村名   実施施設名  減免分加算適用（生活保護）   減免分加算適用（非課税世帯）  
延べ人数  延べ人数   

支出予定鏑  

の  ②  ¢）  店）   

人   
底〉  

人   円  

蓮  

出  

畜  

合計   
か所   人   人   円  

市町村  
（注）1．（かは、指定都市と中核市は記入の必要なし   
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橿  

出  

督  

腑  

璧  
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別表3  
ロユ  平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

振  3牒児・病後児保育辛夷  

（6）普及定着促進費（病後児対応型）  
名  

中 核 市  

市町村名  支出予定縁   
（円）   

仔）   同  （割   何）   （勤  

頸  

出  

詔  

合計   円  
か所  

市町制  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．④は、病児傾後児保育事業（病後児対応型）の事業開始年月日を記入すること。  

3．⑤は、備品購入、広報活動等具体的に記入すること。  

・
－
 
u
－
r
－
ト
・
h
は
 
 



別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

都道府県  
指定都市 名  

児・病後児保青書♯  中核市  
体甥不良児対応型  

市町村名   保育所名  
設t 主体  遷宮 主体  支出予定舗   

②          ふ   偏   
円   月  

荘  ／  

／  

国  ／  

／  

宙  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   円  か所  

6月以上  

市町ー村   6月夫蕩  

（注〉1．①は、指定都市と中核市は記入の必≠なし  

2．③と◎は、市町村の場合「公」と、社会相祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3・⑦－⑬は、空虚乙1旦乙邑ヱ1旦事務連絡（庫生労働省足用均等・児壬ま雇局保青諜）に基づき、該当するものに○引寸すこと，  

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

都道府県  
指定都市 名  

L病児・病壊児保育事業  中級市  

1ヱ上体調不良児対応型  

市町村名   保書所名   

の   
没書 主体  運営 主体  支出予定額   

8）   旬  4  ⑤   ⑥   仔）   ⑧   
円   月  

⑨   ⑬   巾  

潜  

／  

出  
／  

／  

督  ／  

／  

／  

／  

／  

合計   円  か所  

6月以上  

市町村   6月束遷  

（注〉1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と⑥は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人事の場合「私」と記入すること。  

3・⑦～⑪は、平成nn伍∩日nn【∃事務連絡（厚生労働省雇用均等児童家庭局保育課）に基づき、該当するものに○を付すこと。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

5・待機児童解消促進等事業  
名  

（1）送迎保育ステーション試行寧礫  中   核   市  

市町村名   施設名  設置  支出予定額  事業実施  
主体   主体   月数   

登録児童数  

①  ②  ③   ＠  ⑤  ⑥  ⑦  
円   月   人  

（  ）  

橿  
／  

／  

（  ）  

国  

／  

（  ）  

／  

（  

畜  
〉  

／  

（  ）  

／  

（  ）  

（  ）  

合言十   か所   か所  か所  円  か所  人  

公  6月以上  

市町村  私  6月未満  （ ）  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．（∋の（）は、登録児童数のうち、放課後児童数を記入すること。   

（削除）   

憩  

出  

督  

ー482－  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国傾凋勒金手業計画書  

L特損董解職進寄手黒  名  
血家」隻的保育事案  中  核  市  

市町村名  連携・実施   
保育所名   家僅的保育  家庭的保育者  支出予定額   実施形題  

（D  ③   ④  ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  ⑨  
円   月   人   人   月  

ト個人実施型  
！2・保育所実施聖  

11．個人業徳望  

橿  

出  

畜  

合計   か所  人  人   円  か所  人   人   月  合計  か所  

6月以上  6月以上  1 か所  
珊村  6月束；茶  6月よ：菖  2 か所  

（注）1．①は、指定郡市と中核市は記入の必要なし  

2．（計量、雲底的保育支佳肴ごとに、遷し番号を記入し異なる看であることが分かるようにすること。  

3．④は．雲底的保育者ごとに、通し番号を記入し異なる看であることが分かるようにすること．  

4．⑩ま、該当する番号の左に○印を付すこと。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

L惰椚蔓朋促進開業  名  
J」1崇庭的保育事業  中  接  市  

市町村名  連携・実筏   
保育所名  雲底的保育  幸庭的保育者  支出予定領   実施形態   

（む  ②   ⑧   ＠  ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  ⑨  ㊥  
円   月   人   人   月  

」1・個人実施型  

！2・保育所実施型  

憩  

出  

督  12．保育所集権型  

■‾ 11．個人実施翌 「－‾‾‾‾‾‾‾‾  
12・保管所実施聖  

11．個人実施聖  

12．保す新案穐聖  

ト個人美施聖  
12．保育所実施聖  

会計   か所  人  人   円  か所  人   人   月  合書十  か所  

6月以上  6月以＿上  1． か所  

市町村  6月東名  6月臭…i  2． か所  
（注）1．（pは、指定前市と中核市は記入の必要ぉし  

2．⑳ま、雲底的保育支旺者ごとに、且し番号を紀入し異なる看であることが分かるようにすること。  

3．＠は、青脛的保有者ごとに∴適し書号を記入し異なる着であることが分かるようにすること。  

4．⑳ま、該当する番号の左に○印を付すこと。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

L細児i醐促進等事業  
名  

1呈1認可化移行促進事凛  中   ．桟  市  

市町村名  対象施設名  環境改書事業  

の  血   の  （冨）   

二＝    f＝  

円   
6  
月  

府）   （写）   

橿  
／  

国  ／  

／  

畜  
／  

／  

／  

合書十   か所   か所  円  か所  
ヽ  公  6月以上  

市∬■‡寸       払  
（注）1．（Dは．指定無市と中核市は記入の必婁なし  

2．③と④は、市町村の場合ー公」と、社会檜礼法人事の鶴合「私」と記入すること。  

3．⑬は、実施手綱別添皇の8（1）②の事業を合わせて実施する場合は○をすること。   

別表3  
平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

1」吾触児i解消促桝暮集  

．出ユ認可化移行促進事業  
悪 霊 霊 芸名  
中  機  市  

市町村名   環境改書事業   

爪   2   命  借）   け）   

■  

円   月  
r酌   

亜  
／  

出  ／  

／  

督  

／  

合計   

（注）1．（Dは、指定都市と中抜市は妃入の必要なし  

之．③と⑥は、市町村の壌合「公」と、社会相捜法人等の場合「私」と記入すること。  

a．⑳は、実施手綱別添呈の3（1）②の書手を合わせて実施する場合は○をすること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業貴国庫補助金事業計画書  

L待機児童解消促進等事業  名  
⊥む＿保育所分園推進事業  中  核  市  

市町村名   保育所名  苫設置  運営  
主体   主体   支出予定書頁  事業実施  

（D  同  
月数  

③  ④  ⑤  ⑥  
円   月  

橿  ／  

／  

出  ／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所  か所  か所  円  か所  

＼  6月以上  

市町村  私  私  6月夫；轟  

（三主）1．①は、指定都市と中核市は言己入の必要なし  

2・③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国l章補助金事業計画書  

L待機児童催肖促進等事業  名  
⊥ユ⊥保育所分圏推進事業  中  核  市  

市町村名   保育所名  設置  遷宮  支出予定専頁  事業実施  

①  
主体  主イ本  

（室）  

月数   
③  ⑤  （言）  

円   月  

憩  ／  

／  

国  ／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   力ヽ所  か所  力、所  円  か所  

＼  公  6月以上  

市町本†  私  私  6月兼三岳  

（5主）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要な」  

2・③と（参は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平 成   年 産 保 育 対 策 等 促 進 事 業 費 国 庫 補 助 金 事 業 計 画 書  

む待機児童解消促進等事業  
名  

血保育所体験層別事業  中  核  市  

市町村名   保育所名   設置 主体  遷宮 主体  支出予定額   
事業実施  
月数   事業内容   傭考  

①  ②  ③   ⑥  ⑤  ⑦                  ⑥  ⑧  ⑨  
円   月  回  

拓  

H  
／  

督  

／  
合計   円  か所  

6月以上  

薦Fl村   6月東濾   

（注）1．（Dは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と◎は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の鳩舎「私」と記入すること。   

別表3  

平 成  年 度 保 育 対 策 等 促 進 事 業 費 国 庫 補 助 金 事 業 計 画 書  

生待機児童解硝促進等手業  
名  

烏山医育所体験特別事業  中  核  市  

市町村名   保育所名   設モ  
主体  

事業実施  
月数   事業内容  備考  

①  ②  ③   ④   ⑤  ⑥   ⑧   ⑨  
円   月  向  

潜  

国  

督  

／  
合計   円  か所  

6月以上  

市町村   6月束濾   

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．⑨と◎は、市町村の場合ー公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

5．待機児童解消促進等事業  都 道 府 県  
指  定  都 市名  

山江認可外保育施設の衛生・安全対策事業  中   核   市  

市町村名  設置  
主体  支出予定額   区分   参加人数   備考   

（D   ②  ③   ⑥  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

円  人  

荘  

胃  

詔  

／  
合計   円  人  

市町村   

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3－⑥は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事軍費国庫補助金事業計画書  

虹待機児童解消促進等事業  
名  

皿認可外保育施設の衛生・安全対策事業  中   核   市  

市町村名  認可外保育施設名  設置 主体  運営 主体   支出予定額   区分   参加人数   備考   

①   ②   ③   ⑥  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

円  人  

潜  

出  

督  

／  
合計   円  人  

市町村   

（注）1．のは、指定都市と中核市は記入の必要なし  
2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。   

－487－   



・
h
∫
－
L
∵
n
 
 

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

虹保育環境改善等事業  名  
く1）基本改善宇美  中  核  市  

（†）保育サービス擢供施三豊設青促進手業  

市町村名   施設名   
運営  支出予定額  
主体  （円）  提供する保育サービス内容   実施事業内容  

の   ③   ④  ふ  （勤  冊  
1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
橿  2．設備の設置費及び修繕貞  

3，備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  

出  3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

督  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．投俺の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置虞及び修繕費  
3．備品の購入費  
1，既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

合計   円  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．（診は、保育所、地域子育て支援拠点事業（センター型）＿謙抑保育ステーションなどを記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての育号に○をすること。   

別表3  
空  平成  年度保育対策等促進事業糞国庫補助金事業計画書  

L絹環鵬弼昭  名  
（1）基本改善事業  中  核  市  

（刊爆音サービス擢像腋給静ゴ■イ屏；鐘義士  

市町村名   施設名  設置  支出予定額  
主体  （円）   提供する保育サービス内容  実施事業内容  

の  暖〉  8）   角  床）  （包  

1．既存施設の改修費用  
2．設傭の設置費及び修繕モ  
3．傭晶の購入辛  

憩  
／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3，傭晶の♯入茸  

1．既存施設の改修兼用  

出  ／  

2．設備の設せ才及び修繕費  
3．傭晶の購入費  

／  

1．既存施設の改修辛用  
2．設備の設置千及び体絹眉  

畜  
3．傭品の加入文  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設傭の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設傭の設置文及び修繕費  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修文用  

2．設備の設置費及び修繕費  
3．傭晶の購入費  

合計   円  

（注）1．（》は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．（診と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉應人等の場合「私」と言己入すること。  

3．⑥は、保育所、地域子育て支援拠点事業（センター型）などを記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての寺号に○をすること。   

悩
 
鮭
 
夜
 
 
轟
 
 
 

け
ー
し
－
－
 一

．
▲
「
 
 

J
，
～
 
」
r
∴
u
】
一
r
J
 
 



別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

・保育環境改善等事業  
悪 霊 監 禁名  

（1）基本改善事業  中  核  市  
¢）認可化移行環鐘改善事業  

市町村名  対  象 施 設 名  弾置  実施事業内容   認可化移行促進   

1本   

主体   （円）  集中  
の   薄）  ふ   （む   （も   凰   風   価  

1．既存施設の改修費用  

乙設備の没書糞及び修繕費  
3、備品の購入費  

1．既存施設の改臓用  

橿  之設備の敗亡糞及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修食用  

2．設備の牧童糞及び修繕費  

国  3．備品の購入費  

1．既存施設の改修蓑用  

乙設備の設置糞及び修繕費  
3．備品の購入費  

畜  1，既存施設の改條童用  

乙設牌の没書費及び修繕費  
3．牌晶の購入茸  

1．既存施設の改修費用  

2．設償の没書貴及び修繕費  

3．備品の購入費  

合計   

市町村   
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と◎は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私Jと記入すること。  

3．⑨は、該当するもの全ての番号に○をすること。  

4．⑩は、実施要綱別添呈の呈上旦1の事業を合わせて実施する場合は○印を付すこと。  

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

・保育錮改鰐鞘  
悪 霊 監 禁名  

（1）基本改善ヰ業  中 核  市  
（勤認可化移行環虎改善事礫  

市町村名   認可化移行促進  
主体   （円）  事業申請有無  

爪   ふ   店）  信）   風   爪   （軌  ⑥  

1．既存施設の改修費用  

2．設備の没書t及び修繕糞  
3．備品の購入糞  

1．既存施設の改修糞用  

憩  
／  

2．設備の牧書生及び膝確隻  

3．備品の購入兼  

1．既存施設の改修糞用  

2．設庸の設亡費及び♯繕糞  

出  3．備品の購入糞  

1．既存施設の改♯糞用  

2．設備の没書貴及び緋繕糞  

3．備品の購入費  

督  1．既存施設の改槻用  

／  
2．設備の設t豊及び修繕鐘  
3．備品の購入貴  

1．既存施設の改膵貴用  

2．設備の没書贅及び♯繕糞  

3．備品の購入費  

合計   か所   か所  円  
公  公  

市町村  私  私  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2，③と④は、市町村の場合「公」と、社会権祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．喧）は、該当するもの全ての番号に○をすること。  

4．⑯は、実施要綱別添4の旦L這1の事業を合わせて実施する場合は○印を付すこと。  
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別表3  
平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

虹保育環境改善等事業  
名  

（1）基本改善率業  中 核 市  

信）病児・⇒宗復帰促音手業（休講不良児対応型凋は畑増摩損  

市町村名  対  象  施  設  名  設置  遷宮  支出予定額   実施事業内容  
主体   主体  

（円）  

の   （勤   ③   ④  信）   （百）  の  

1．既存施設の改修費用  
乙毀傭の設置暮及び体格豊  
3．♯品の購入量  

橿  1．既存施設の改修費用  
乙設備の設置費及び修ヰ貴  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  

出  乙設備の設置丘及び修繕費  
3．備品の購入♯  

1．既存施設の改修費用  

宙  
2＿毀傷の設置費及び修繕費  
3．♯品の購入量  

1．既存施毀の改修費用  
乙設♯の設置先及び修繕貴  
3．備品の購入貴  

1．既存施設の改修貴用  
乙毀傷の設置費及び修繕費  
3．傭品の購入た  

合計   か所  か所  円  
公  

脳  
市田丁村   私  

（注）1．（》は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会権牡法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての寺号に○をすること。   

別表3  
聖  平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

L保育環境改善等事業  
名  

中 核 市  （1）基本改善事業  

（勤病児・病後児促音手業（仕調不良児対応型l）王■比改♯手業  

市町村名   支出予定額   実施事業内容  
主体   

（円）  

の   虐）   ③   ④  庄）   （富）  の  

1．既存施毀の改修嚢用  
乙致傷の設置糞及び修繕嚢  
3．備品のIl入1  

潜  1．1現存施改の改修費用  
2．！生傷の設置暮及び修繕費  
3，☆晶の購入貴  

1．既存施設の改修費用  

国  乙訝傭の設置数及び條特徴  
3．傭晶の購入量  

「．既存施設の改修量用  

督  
乙設備の没五糞及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  
乙設備の設置費及び修繕費  
3．ヰ品の購入土  

／  

1．既存施設の改修費用  
乙設備の設置鐘及び修繕費  
3．備品の購入量  

合計   か所  か斬  円  
公  

市町村   私  

（注〉1．（》は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、病児■病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

虹保育醐改善等手業  
名  

（2）環境改善事業  中  核   市  

の保育所障害児受入促進手業  

市町村名   施設名  
設置  運営  支出予定額  
主体  主体  （円）   実施事業内容  

巾  （卦  （笥   （初  （訊  （創  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕黄  
阜備品の購入費  

症  1．既存施設の改修黄用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3＿備品の購入費  

国  
1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  

詔  2．設備の設置費及び修繕発  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1＿既存施設の改修費用  
2、設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

合音十   か所   か所  か所  円  

＼  公  

市町村  ム  私  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2・③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3，⑥は、該当するもの全ての番号に○をすること。   

別表3  
平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

む保醐境改善等事業  
名  

（2）環境改善事業  中  核   市  

行）保育所障害児受入促進事業  

市町村名   施設名   設置  運営  支出予定額  
主休  主イ本  （円）   実施事業内容  

〔℃   国   （わ  （訃  （執  

1，既存施設の改修費用  
2・設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

蓮  1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

出  1．既存施設の改修雇用  
2．設備の設置費及び修繕費  
8．備品の購入費  

督  
1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修雇用  
2．設備の設置費及び修繕責  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修習用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3，備品の購入費  

合計   か所  か所  か所  円  

＼  公  

市町村  私  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、該当するもの全ての番号に○をすること。   

－49卜   
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別表3  
平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

虹保育環舶善等宇美  悪 霊 監 禁名  

（2〉環境改善宇美  
中  核  市  

（包保育所分臨推  

設置  支出予定嶺  
市町村名  施設名  主体  （円）   

実施事業内容  

佗）  （勤  僑）  （動  
侶）  

の  
1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入♯  

程  

／  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

国  
1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入章  

1．設備の設置費及び修繕電  

詔  
2．備品の購入乗  

1．設備の設竜責及び修繕兼  
2．備品の購入費  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

合計  

僻  （注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と⑥は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

態  
3．⑥は、該当するもの全ての番号に0をすること  

萩  

ロコ  
別表3  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金手相画書  

轟  L保育環境改善等事業  雷 雲 宝 器名  
（2）環境改善事業  

中  核  市  

（卦保育所分薗推  

施設名  
設置  支出予定額  

市町村名  主体  （円）   

実施事業内容  

（む  信）  店）  （動  
感）  の  

1．設備の設産責及び修稽費  

2．備品の購入費  

蓮  

／  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

国  
1．設備の設置費及び♯繕費  
2．備品の購入費  

／  

1．設備の設置費及び修繕費  

2．備品の購入費  

詔  

／  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

／  

1．設備の設置費及び修繕費  

2．備品の購入費  

合計  
円  

市町村  

く注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と⑥は、市町村の場合「公止、社会福祉法人等の場合「私止記入すること。  
3．⑥は、該当するもの全ての番号に○をすること  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

む保絹境改善等事業  
名  

（2）環境改善手業  中  核  市  

（勤病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）推進事業  

市町ヰ寸名  対  象  施  設  名  実施事業内容  
主体   （円）  

の  8）   ④   同  ⑥  ⑦  

1．設備の設置隻及び修繕費  
2．備品の旗入象  

荘  

／  

1．設備の設置隻及び修繕費  
乙備品の購入費  

1．設備の設置条及び梱麓  

出  ／  
2」麓品の購入費  

／  

1．設備の設置員及び勝機麓  
Z．備品の購入費  

督  

／  

1．設ヰの設置糞及び修増資  
2．備品の購入費  

／  

1．設備の！相集及び修繕費  
2．備品の購入貧  

合計   円  

市町村   

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。   

別表3  
平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業計画書  

む保育環境儀層等事集  
名  

（2）環境改善事集  中  核  市  

（勤病児・病後児保育事業（体調不良婚対応型）推進事業  

市町村名   象  施  設  名  実施事業内容   
主体  （円〉   

の   

1．吉受備の吉受置貪及び紡織費  

2．備品の購入貪  

蓮  1．設備の設置費及び修増員  
2．備品の購入費  

／  

1．設備の！受電麓及び修繕費  

出  之＿備品の購入費  

／  

1．設備の設置費及び修繕豊  
2．備品の購入費  

督  

／  

1．設備の設置費及び修繕豊  
之．備品の購入数  

／  

1．設備の設置麓及び修鴇儀  
2．備品の購入費  

合計   円  

市町村   

（注）1．（Dは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。   

一493－   
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別表3  

ロ：l  

平成  年度保育対策等促進事業費国              庫補助金事業計画書  

6，延長酎促進事彙  名  

轟  
中  壌  市  

市T一円名   実施策役名   扱l■ 五体  重苦 主体  支出予定額（円）  年和事菓月蝕   肌断晴間 tll晴聞）   廷最古含めた 闇市叩 （間数〉  琶長時間 l■■■■■■■■l   

（輸   

私  畔一 輝   
rll州）  

肘■  好  
」r・山  t■  

▲  瞥  
▲  穐  ▲  

払  陣一 時   Ⅰ■IⅦ  鉱  ▲  繭  ▲  

私  

私  

払  曙一 時   

潜  合   
か  円  円    6月以上 か所  

＜合計浪≪間一村・♯抽象（穐吉和市ヰ肺）分＞＞  

出  
Ⅹ（●■）騒畏餅促止痛の潮・廷桝鴨区分の考え方  

嘗  長  保  胃  暮  よ （ 加  書  分  〉  事  象  数  
市町村名  延長脚糠1事業t基本分）  

A B H   …11仰の開廣陣間の始れ、霹I郡こ尿胃士を加配  K  し  延長願事t稟l加■分）  

督  
・・・ll曙仰の間ホ晴間の前線に、幻分以上のk最良胃を実施  

「常温最」r吐延長」モれぞれ1暮集とカウントナる．  

080分延長…80分以上の延長、かつ平均対象児■敵が†人以上  

01晴間竃轟  
・・・1晴叩以上の毯長．かつ平均対象児1やが8人以上  
○之陣鵬以上の延長  
…騒最陣Mを満たし、かつ平均対■児王融が8人以上  
（例1）「実官長が1晴間で平均対象数1が8人Jの鳩舎  

→30分延轟  

合！†  か所   
（例2）「英篭長が之時価で平均対た兄1が乙人Jという犠台 →1晴間延長の贅件を満たすか 、又は30分延長に該当  

〒k■rl寸  

（注）1¢〉は．実施￥綱別添8のヰのlり青果施した施設のみ．記入すること．  

之 侶〉は、延長廉青陣Ⅶを富めない、よ本鞘桁叩を2ヰ陣仰       狂紀で記入すること．  

3 ⑨は．延長保育拝聞を含めた蛙帆所晴間を之4時間表已で記入すること．  

ヰ ㊥は、果絶筆綱別添8の6の（1）に基づく延長畔叩を巨人すること．  

5 爪〉は、軸壬れ別添6の6の（1〉に基づく平均対朱兜工敬をた入すること．  

6 Bは．冥鉱書鋼別添6のヰの（2）lコ■づく延長民声事裏書実施した施設叡を2入丁ること．  

7 Dは、E－しの含量十と一致幸せること．  

8 E－しは、それぞれの延長時間ことに．前延長及び縫込長の敵を足した総数を記入すること．   
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平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金収支精算額総括表  

都 道 府 県  
指 定 都 市名  
中   核   市  

区  分   
要国庫補助額   交付決定額   受入額   差引過△不足額   

円   円   
備考  

円   円  

保育対策等促進事業費  

こ
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別表2  

平成 年度保育対策等促進事業粟周庫補助金収支積算顔内訳表  
書β道府県名  

1叡；サ応札与I  

対象層雇  
か所動  基 準 額   

区分内訳  ①              ⑤  ⑥   
支出嘲 ②  晋  

か声斤  R  lコl  円  P】  円  円  R  R  円  
1－・鵬I葛｛＼り暮豪  

．皿巴艶盟聖  

＿⊥む出血聖  

（11暮b鯛」■¶世  

L錦定保育事兼  

且＿休日・夜間保育事事   r   ）  

症  
（1）休日良書事象く法可優十所）  

（2）休日蹟1■凛（t重言ー倶■所以外）   

（3）夜帽書経進事1d里可鋏す所〉  

（q）夜牌t秘事t  

出  
（l王可良★所以外）   r    l  

土一病児■病後児保育事稟   （  ）  

（り痛鵬型  

（2）低所鴇著祇■（病児筐p   都道府県  
督  

j∃止脚（痛牡」々鑑宣）  （   ）  

血椰1丑対応曇  （  ）  

丘．」軒腱児t紫i■促進等事藁   （  ）  

Jtヽ＃、nl■－コ・亨・・一・・ノヨ・ノl∃丁〒】■t   

＿建ユ酬★事■  ＿＿．⊥＿＿＿＿）  

良川阿化＃行促進暮薫  

』ユ鍵す所分地事書  ロ  
」皇1惧★所体t刑捌事t  

血糊■鯨酸の衛生・  
安食対策事暮  

L横間機敏書写事兼  

（り墓相書▼t  

（2〉1胞書事彙  

含t十     ／  
（注）1▲（pの（）は、6ケ月末済事藁を実施するrか所敷」を円敷で記入し、土日上上び±腋免した人セを、泌よ「琴丘的保育者救」を記入丁もこと．  

l   】  

2＿⑳は、手R未満切り捨てで記入のこと．   

別表2  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金収支精算：頼内訳表  

弟遁府県名  
1．専l；曾R諸県分  

封t経費  
基 準 額   

区分内訳  〈9  ⑥’   
か所蝕 廿  含！† ⑦   

か所  R  円  P］  P】  lコ】   R   円   円   円  
⊥特定保育事業  
L休日・夜l町障t■■■  （   ）  

‖）休日保t事巣（琵『復t所）  

ほ）休日儒徽事業（設問t所以外）  

【3）夜間書経道事糞（；巴】町條書所）  （   ）  

（4）夜脚線逢事よ  
（姥】町伎書所以j叶）  

憩  
【   】  

ユー病児・病後児保育事藁  【   ）  

（1）病児吋応聖  

（2）1丘所他盆力捜t・病児姐聖）  

111蕾ね鸞●義HR；■●一点l■つ寸広一ヒIl  

出  （   l  

．姐ユ鵬応型  

．丘止一低W（病咄応聖）  l   ）  

督  （  ）  

エー待機児1解消促進等事纂  （   ）  

ム⊥即事事集  
Ji上認町化耕ラ促進事稟  」 

上呈ユ儒t珊事よ   （   ）  
．也⊥御願棚尋別事裏  

』止；g町外脹1施設の相生・  
安全対策手よ  

L俣1王一塊改音等事果  

（1J抽よ  

12）王芳情改警事夫  

rl）I正J一任t紬■∃亡（】■蓋：分l  」  ）  

rク】I正1（王■F■【量r一山一分l  （   ）  

含t†      ／  
（注）1．①の（）は，6ケ月黒布事纂を冥施丁る「か所敷」を内緻で記入し、且止⊥皿は減免した人数を．まU止は「膏血的保育手数」を、丘地腹乏言己入すること．  

乙⑬は．手円未満切り捨てで記入のこと。   
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別表2  

平成 年度保育対集等促進事業費国庫補助金収支精算舘内訳表  

都道府県名  
1一筋；瞥l紆    抗  

遭定  
か断l汝  

区分内訳  
支出額 （む  G〉   対i應1       基準額  ⑤    盛若（⑥≡訂3愕（革  

＠  い方の壌〉⑥  
か粛  円  円  円  R  円  円  円  円  

1 －gきI■かり三■丑  
円  

′ll修一言丘tp  

之」専定保育事兼  

橿  
L休日・夜間保育事雫  （  ）  

（l）休日俣t事集（㌍可俣t所〉  

（引休日俣書■■（琵可俣書所以外）  

（3〉夜間保育撫養事j■（認可俣t所〉  （  ）  

胃  （4）夜間保育推1事兼   
（認可債書所以外）  （  〉  

皇J 児・鋼後児係官事案  （  ）  

（1）病児対応型  

（  ）  

畜  
JまL低所得者加算（病後児鰹宣）  （  ）  

J且L体言l不良児対応型  （  ）  

五」寧】出児呈解消促進等事業  （  ）  

（   〉  

山家慶的保育事事  （  ）  

烏止！認可化移行促進事糞  （  ）  

山ユ保t所分トI機遭事」■  （  ）  

1王1保育舟巨体l談特別事j■  

J且と認可外債下線没の衛生・  
安全対策事！■  

五月育環境改善等事業  
（1）基本改善事業  

（2）環撲敬書事⊇■  

合】汁   一一一一一一r               l  l  l一 ／  

別表2  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金収支積算積内訳表  

都道府欄雇  

・
智
弘
丁
恒
i
ヾ
卜
＝
L
・
－
－
F
山
I
L
 
 

い・・壬・ 

ゝ 

．－・㌦ 

‖】、．．－り 

－．．－ 

－ 

い・ 

・ 

一・小宮 

錮虻れ 

欄r山王▼ 

い・ 

・JAW・竜一nFl書 

い、Jtl・ト 

毒  

僻
 
駐
 
在
 
皿
一
編
 
 
 



別表2  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫捕勒金持真弓猥内訳表  
指 定 都 市 名  
中  破  市  名  

2 書t■檜事爪ホ・【blよ粛1i  

対■経費  
か商義  

【ヨ厚補助  
基 工嘉 l姐  

きロコ丘  し●書†  

（D  宗支出槌   差引鄭  補肋l■  

内訳  
畢内Ii  

②  の収入鎮      （（彰一巧））瑚  6）  （（むと（9圭比l重して少（⑥xl／3）  
③  ない方の一諷）⑥  ⑦  の内談  

か諦  R  lq  
1 1■■■lトいtl  

l●足優▼事纂  

休B・夜¶膚T▼霊  

橿  11〉lI8書t事■収司書l】芳）  

LZ）t18優★事幕張Ⅶtす斯1桝〉  

（3〉柵1心事t（18可t■撒  v⊥＿」  
11■可曇★■扶1タl）  

出  
【1）■l兜対応史  

（Z‖丘隋蜘■り■廻   
（    ）  

畜  一・■ ▼ －■  

1全土醐（】■雌）  

ユ訟仰■兜＃応電  

J ド  

rl＼ミ■コu■■nキーJノコー′け■岩■口■こ  ＿▼▲▼1r．＿    ］  
皿t■■I■▼■■  

皿町呵†ヒ捌】暮■幕  
．1！止珊分■H【j■■t  

＿【包州別事t  

脚瞳■tぷの相生・  
℡全鋼l卑■■  

t■●l■81書■●●■  

11）暮＃醜暮－  

一之〉p■改●－  

含t†  

く注）l．C〉の（ 〉は、6ケ月未満事薫を実施するーか斬緻」を内緻で記入し、山⊥⊥出ほ薇免した人敷圭、占エ三上は「象展的侠十看数」を記入すること．  

2⑦は、干円東浦切り檜てでt己入のこと．   

別表2  

平成  年度保育対策等促進宇美費圧l便紳助金持箕領内駅喪  

胡i：定 I路 市 名  
中  城  市  名  

対象舞王文  
か所数  

Ⅰ刃眞綿助  委沌飢■  
（〇  

真支出鴎   基 き一 俵  麦引鎮  
こ一ト  

内訳  の収入臨   （②－③）＝④  
⑤  t＠と≡）を」土鞍して少  

②  ③  ない方の瞳）⑥  ⑦  

か胃i  叩  l：R  円  円  l：R   l：R  
鳴り亘価l■一幕  

体巳・覆I嘲作▼1■幕  

一 ＝ ■－      l・t  

（2）t一日償★■暮（此可侃▼■‡似1ヰ）  

（a）隷nい障11州H■■■（lモ可tlt滞〉  
＿｝＿＿＿」＿ J  

（■）細仕★Il▲●暮（le可且★■i仏1Iり  

憩  
1  

（1）l■！見舞l乙聖  

（む価嶋義山■（｛児。比丘」已）  

出  
⊥1リ■廿＝児■すl石野  

J丘11Eホl■■炒▼（■後光揖〉  

畜  
1専一l兄量ポ！胃（だ】t事▼義  

）  

⊥止t■的仕★●暮  

■   こ  l三  

止●t■ヰ■■▲●▲  rr■⊥」  

エま1償1断甘■■別■■  

⊥丘1一敗可外仕■脆貯の■王・   
■★サl■●l■  

（t■llltヨ‖■■ト■l  

（「）ェ事櫨●雷■  

（之トロ周l可ト■■※  

ヨ  

合l†  

（注）1＿圧ノの【）は、6ケ月よ農事真を冥施する「か原敬」を内払で記入し、呈上ヱ1二⊥塾は減免した人数を、生山は「菜應的保事看取」を、且幽を記入すること．  

乙¢）は、羊円未満切り捨てで記入のこと．  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

ト時掛り事業  
名  

（1）保育所型  中   核   市  

市町村名   保育所名  
設置  運嘗  実支出鏑   幸美実施  
主体   主体   月数   

年間延べ  
利用児童数   

の  圧）  8）  ㈲  6）  
円   

⑥  
月   

の  
人  

橿  
／  

出  
／  

／  

督  ／  

／  

／  

／  

／  

／  

合計   か所  か所  か所  円   か所   人  

市町村  
公  
私  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  
2．③出初は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   

（削除）   

潜  

国  

畜  

僻
 
駐
 
在
 
聖
 
轟
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

1・一時預かり事業  
名  

（2）地域密着型  中  核  市  

設置  
市町村名   施設名   設置場所  運営 主体  実支出額   事業実施  

主体  月戟   
年間延べ  

利用児童数   
の   （勤   店）   励  ふ  の  原）  

円   月   人  

痘  ／  

／  

出  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

合計   か所  円  
公  
≡払  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  
2．③は、「地域子育て支援拠点」や「00駅ビル」等と記入すること。  
3．④と⑤は、市町村の場合「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   

（削除）   

頸  

出  

畜  
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別表3  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

1．一時預かり手業  
都 道 府 県  
指 定 都 市名  

（3）地域密着Ⅷ型  
中 核 市  

市町村名   施設名   設置場所   設置  
主体  

瞳員数  実支出緩   事業案施  年間延べ  
月数   利用児壬数  

冠  虐）  信）  命   （豹  
信）  の  伶）  （勤  

音   A  子    B  ▲ A十B）C   円  

／  

橿  
／  

／  

出  
／  

／  

督  

／  

／  

／  

合計  か析  人   人   人   円  
公  

市町ー村  私  

贈  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③は、一地域子育て支援拠点」やr00駅ビル席と記入すること。  
3．⑥と⑤は、市町村の場合「公止、NPO等の場合阻止記入すること。  
4．⑥は、例えば、標準的な職員配置体制力唆名であり・うち1名が保育士である場合は、Aに1・Bに1・Cに2と記入すること。  

駐  なお、Aが1以上、Cが2以上となっている必要があるので確認すること○  

夜  

【エ1  

（削除）  

轟  

憩  

国  

宙  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

呈＿特定保育事業  都 道 府 県  
指 定 都 市名  
中   核   市  

市町村名   保育所名   設置  運営  実支出額   事業案施  年間延べ  
主体  主体  月数  利用児童数  

①   e）   ③   め   ⑤   ⑥  
円   月   人  

柱  
／  

／  

出  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

合計   か所   か所  か所  円   か所   人  

公  

市町村  私  
（5主）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

⊥特定保育手業  
名  

中   核   市  

市町村名   保育所名   設置  運営  実支出額   事業案施  年間延べ  
主体  主体  月数   利用児童数   

①   ②   8）   侯）  6）  ⑥  
円   

⑦  
月   人  

憩  
／  

／  

出  
／  

／  

宙  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所  か所  か所  円   か所   人  

公  

市町村  私  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

＆休日・夜間保育事業  名  

（1）休日保育事業く認可保育所）  中  核  市  

保育所名  
設置  運営  実支出額  事業実施  年間延へ  

市町村名  

国    主体  8）    主体  ④  

月数   利用児童数  
の  国  国  

円  月  人  

橿  ／  

／  

国  ／  

／  

督  ／  

／  

／  

／  

／  

か所  か所  か所  円  か所  人  

僻  
合計   

公  

市町村  私  

監…  （注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

夜  

別表3  
ロユ  平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

轟  
乙休日・夜間保育事業  名  

（1）休日保育事業僧可保育所〉  中  核  市  

保育所名  
設置  運営  実支出頬  事業実施  年間延べ  

市町村名  

②    主体    主体  
月数  利用児童数   

の  （勤  国  
円  月  人  

憩  ／  

／  

出  ／  

／  

畜  ／  

／  

／  

／  

／  

か所  か所  か所  円  か所  人  
合計   

公  

市町割  私  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業貴国庫補助金に係る事業実施状況  

＆休日佼間保育事業  
名  

（2）休日保育事業（認可保育所以外）  中   核   市  

市町村名   保育所名   
設置  運営  実支出捜  事業実施  年間延べ  
主体  主1本  月数  利用児童数   

の   ②   （∋   ④  ⑤  ⑥  
円   

⑦  
月   人  

橿  ／  

／  

出  ／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合音十   
か所  か所  か所  円   か所   人  

公  

市町村  私  

（注）1．（Dは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と（劉lま、市町村の場合「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

乙休日佼間保育事業  
名  

（2）休日保育手業（認可保育所以外）  中   核   市  

市町村名   保育所名   設置  運営  実支出額  事業実施  年間延べ  
主体  主体  月数   利用児童数   

①   ②   （卦   ④  ⑤  ⑥  
円   

¢）  

月   人  

潜  ／  

／  

出  ／  

／  

詔  
／  

／  

／  

／  

合計   
か所  か所  か所  円   か所   人  

公  

市田丁村  私  

（注）1．（かは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の鳩舎「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費匡l庫補助金に係る事業実施状況  

＆休日薇間保育事業  名  

（3）夜間保育推進事業（認可保育所）  中  核  市  

市町村名   保育所名  設置  運営  実支出幸員  事業実施  
主休  主体  月数   

①  e）   ④  ⑤  （診  

円   月  

橿  ／  

ノ  

出  
／  

／  

詔  
／  

／  

／  

／  

／  

合計  
か所   カヽ所  か所  円  か所  

公  6月以上  

i有町村  私  6月先王蔑  

（注）1．（彰は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．（∋と（参は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人淳の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

＆休日別保育事業  名  

（3）夜間保育推進事業（認可保育所）  中  核  市  

市町村名   保育所名   設置  運営  実支出漁  事業実施  
主体  主体   月数   

国   ②   国  ④  ⑤  国  
円   月  

慮  ／  

／  

出  
／  

H  
畜  

／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所  円  カヽ所  

公  6月以上  

市町村   私  6月夫三高  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．（∋と（参は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

爛
 
璧
 
夜
 
空
 
轟
 
 
 

．
′
▼
 
 

頑
－
■
■
．
■
■
√
 
－
 
 

ヽ
・
 
 
 
～
 
 

Ⅷ
 
 

「
ヰ
 
 



別表3  

平成  年度保育対策等促進事業責国庫補助金に係る事業実施状況  

L休日・椚保育事業  名  
（4）夜間保育推進事業（認可保育所以外〉  中  核  市  

市町村名   保育所名   害安置  遷宮  実支出璽漬   事業実施  
主体  主体  月数  

（む   ②   ③   ④   ⑤   （む  

円   月  

糧  
／  

／  

出  
／  

／  

詔  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所  カヽ所  か所  円  か所  

公  6月以上  

市町：村  私  6月未満  

（5主）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

乙休日・夜間保育事業  名  
（4）夜間保育推進事業（認可保育所以外）  中  核  市  

市町村名  保育所名  害畳置  遷宮  実支出額  事業実施  
主体   主体   

の  （三）  

月数   
③  ④  ⑤  （亘）  

円   月  

潜  ／  

／  

出  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   
か所   か所  か所  円  か所  

＼  公  6月以上  

市町村  私  私  6月未満  
（注）1▲①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、NPO等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

名  
4」病児・病後児保育事業  中核市  

（1）病児対応型  

市町村名   実施施設名  
設置  
主体  

の  便）  虐）   凧  （5）   の   （貢）   ⑨   ㈹  
人   円   円   月   人  

程  
／  

／  

国  
／  

／  

額  
／  

／  

／  

／  

／  

円  か所   人  
合苫十  

僻  
1有■rキ寸   

（注）1．（》は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

駁  2．③と⑥は、市町村の場合「公」と、医療法人等の場合「私」と記入すること。  

3，⑤は、本体施設の種別（病院、診療所、保育所、単独設置等）を記入すること。  

萩  

別表3  

【工1  平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

振  都道府県  
指定♯市 名  

呈」病児・病後児保育事業  中核市  

（1）病児対応型  

市町村名   実施施設名  
設置  
主体  運営 主体  

の  虐）  （勤  ④   （勤   偏）   （診   国   （沌  

人   円   円   月   人  

蓮  
／  

／  

出  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

円   か所   人  
合言十   

市町ー村   
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と⑥は、市町村の場合「公」と、医療法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑤は、本体施設の種別（病院、診療所、保育所、単独設置等）を記入すること。  
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業実施状況  

都道府県  
指定都市 名  

L病児・病後児保育事業  中核市  

（2）低所得者加昇盆（病児対応型）  

市町村名   実施施設名   減免分加算適用（生活保護〉   減免分加算連用（非課税世帯）   
延べ人数  延べ人数  実支出額  

の   圧）  G）  ④  
人   

同  
人   円  

橿  

出  

督  

合計   
か所   人   人   円  

高野「村  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業実施状況  

都道府県  
指定都市 名  

且＿病児・病後児保育事業  中核市  

（2）低所得者温色盆加算（病児対応型）  

市町村名   実施施設名  減免分加算適用（生活保護）   減免分加算適用（非課税世帯）   
延べ人数  延べ人数  実支出額   

の  同  （勤  

人   
頁）  （9  
人   円  

憩  

出  

畜  

合計   
か所   人   人   円  

商町村  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし   
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拓  
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督  

別表3  
平成  年度保育対策等促進事案貴国庫補助金事業実施状況  

対応型，  
名  

市町村名  
（円）   

の   （芝〉   （3）   命   （5）  

潜  

国  

詔  

合計   円  

カヽ所  

市町村  
（5主）1．（》は、指定都市と中核市は言己入の必要なし  

2．④は、病児・病後児保育事業（病児対応型）の事業開始年月日を記入すること。  

3．（診は、備品購入、広報活動等具体的に記入すること。   

ー
し
ー
▼
ト
－
■
L
■
 
■
√
‥
」
．
i
 
 

ぜ
も
l
可
 
 

9
＝
∵
 

．
 

等
㌢
号
㌢
ふ
昭
、
t
－
．
j
甘
竃
一
す
・
l
－
…
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∵
料
笥
鼓
で
－
 
 

悩
 
聖
 
夜
 
皿
一
振
 
 
 

↓
・
⊥
・
－
．
】
・
・
・
－
．
L
r
n
J
T
J
諷
山
 
 

ー
ー
 
ト
リ
【
・
〟
い
・
r
ト
・
l
ヽ
－
盲
・
ト
川
 
 



別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

都道府県  
指定都市 名  

4－病児t病後児保育事業  中核市  

ム出＿病後児対応型  

市町村名   実施施i投名   
含量置  運営 主体  本体施主受 の  利用定員  実支出額  利用料金 1  事業実施   年間延べ  
主体      種別  （日当たり）   月数   利用児童数  

虐）   ⑨  ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ⑨   ⑯  
人   円   円   月   人  

提  
／  

／  

出  
／  

／  

詔  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   円   か所   人  

市町村   
（注）1．（Dは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、医療5主人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑤は、本体施設の種別（病院、診療所、保育所、単独設置等）を記入すること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

都道府県  
指定都市 名  

旦」病児・病後児保育事業  中核市  
1旦L病後児対応型  

市町村名   実施施設名  
設置  
主休  運営 主体  本体施設 の種別   

の  同   ④  国   ふ  （力   ⑧   ⑨   
人   円   

⑩  
円   月   人  

憩  

／  

出  
／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

合計   円   か所   人  

市口町村   私   私   
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、医療法人等の場合「私」と記入すること．  

3．⑤は、本体施設の種別（病院、診療所、保育所、単毒虫設置等）を記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業黄国庫補助金事業実施状況  

都道府県  
指定都市 名  

A」病児・病後児保育事業  中核市  

吏吐低所得者加算公（病後児対応型）  

市町村名   実施施設名  減免分加手適用（生活保護）   減免分加井適用（非課税せ帯）  
延べ人数  延べ人数   

実支出鏑  

の  虐）  8）   仔）  6）  
人   人   円  

橿  

出  

畜  

合計   か所   人   人   円  

商町村  

（注）1，①は、指定都市と中核市は記入の必要なし   

別表3  

平成  年産保育対策等促進事業費国庫補助金事業実施状況  

三’＝■－  

指定都市 名  
ユー病児・病後児保育事業  中核市  

J丘L低所得者底魚盆加算（病後児対応型）  

市町村名   実施施設名  減免分加算適用（生活保護）   減免分加算連用（非課税世帯）   
延べ人数  延べ人数  

実支出額   

の  同  （勤  

人   
鎮）  （勤  

人   円  

塵  

出  

督  

合計   
か所   人   人   円  

市町村  

（注）1．（》は、指定都市と中核市は記入の必要なし   
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柱  

出  

督  

別表3  
平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金事業実施状況  

児対応型，  
名  

核 

市 町 村 名  実  施 施  設  名  実支出諸   
（円）   

（T）   （芝）  （3）   命  （写）  

潜  

国  

宙  

合計   円  
か所  

市野「村  
（注）1．①は、指定都市と中核市は妃入の必！露なし  

2．④は、病児・病後児保育事業（病後児対応型）の事業開始年月日を菖己入すること。  

3．（9は、備品購入、広報活！勒等具体的に苫己入すること。   

－513－   



別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

都   道   府   県  
指   定   都   市名  

1月児・病後児保貴書1  中  核  市  

血体Ⅵ不良児対応型  

設ま  へき地（山川嶋・離  

市町村名   保書所名  主体  臭支出額  嘉♯実施月数  

の  8）   （勤   の   
円   月  

㈹  

程  
／  

／  

出  ／  

／  

督  ／  

／  

／  

／  

合計   円  か所  

6月以上  

市■r村   6月束濃  

（注）1．①は、指定覇市と中核市は記入の必重なし  

2．③と＠は、市町村の≠合「公」と、社会福祉法人事の場合「私Jと記入すること。  

3．⑦－①は、豊丘乙1生之且ヱ1良書務連絡（陣生労働省t用均専・児童書鹿局保★課）に基づき、該当するものに○を付すこと。   

聖  
別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫嶺助金に係る事業実施状況  

節   遭   府   県  
指   定   都   市名  

五月児・病後児保書事業  中  核  市  

皿休講不良児対応型  
へき増（山M嶋・■  

市町村名   保一所名   
設t 主体  実支出舗  書集臭施月数  

の  瓜   （勤   の   
円   月  

（動  囲  

潜  
／  

／  

出  ／  

／  

督  ／  

／  

／  

／  

／  

合一十   円  か所  

6月以上  

吾■r‡寸   6月集5暮  

（注）1．①は、措定都市と中抜市は記入の必羊なし  

2．⑳と⑥は、市町村の場合「公」と、社会縫祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3，⑦－⑳は、平成nn生nnRnnl∃事務連絡（厚生労働省t用均等・児童書庭局保書諜）によづき、該当するものに○を付すこと。   
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別表3  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業案施状況  

5・待機児童解消促進等宇美  都 道 府 県  
走 

（1〉送迎保育ストション試行事業  核 

市町村名   施設名  設置  実支出額   事業実施  
主体   主体   月数   登録児童数  

の  ②  ③   6）  ⑥  
円  月   

⑦  
人  

提  
／  

（  ）  

（ 〉  

出  ／  

／  

（ ）  

督  

／  

（  ）  

／  

（  ）  

（ ）  

合計  
（ ）  

円  か所  
人  

6月以上  

腑  市町村   6月未満  （ ）  

（注）1■①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

臨…  
2・③と④は、市町村の場合「公」と・社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3▲⑦の（）は、登録児童数のうち、放課後児童数を記入すること。   

夜  

同  
（削除）  

蓮  

出  

督  
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別表3  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施應況  

書 遭 府 県  
L待機児童解消促進等事集  権 定 響 市名  
血＃法的保甘鞘  中 也 市  

市町村名   連携・実施  実施形態   
保1所名  ま鹿的良1   書應的保有者   実支出額   

①  ②  ③  ⑧  ⑥  ⑦  ⑧  ①  ㊥  

円  月  人  人  月  
1．情人実施聖  

2．良書新来施聖  

1．個人業施里  

2．俣一所実施蟄  

提  1．個人実施聖  

2．優甘所実施聖  

‘  

国  
1．個人実施璧  

2．保す所実施聖  

1．個人実施聖  

督  2．侯書所業脆聖  

L  

ミ  

－一  
か所  人  人  円  か所  人  人  

合計  
月   食掛 か所  

6月以上  6月以上  
1． か所  

月よ≡E  6月主査  2． か所  

腑  （注）1．①は」阻定ヰ市と中扱市は記入の必事なし  

2，⑳は、青島的保書支捷春ごとに、通し響号を記入し異なる舌であることが分かるようにすること・  

8．④は、手島的保書手ごとに、通し書号を記入し異なる看であることが分かるようにすること。  

蟹  4．⑳は、穣当する書tの左に○印を付すこと．  

夜  

別表3  

ロ：l  平成 年度保育対策等促進事業費邑庫補助金に係る事業実施状況  

L持暮児暮解消促進等事業  
書 証 吋 県  

簾  指 定 ♯ 市名  
血書射場書事集  中 鶴 市  

市町村名   連携・実施  実施形態   
保t断名  青蔭的保T   青島的保す肴   実支出額   事集実施   紳助有数   利用先王敷   孤利用月数   

①  ②  ◎  ⑦  ⑧  ⑨  ⑩  
円  月  人  人  月  

－－  
－－  

潜  
2．僕▼断実施聖  

1．個人実施蟄  

出  
2．優t所業絶聖  

1．個人実施型  

2．僕下所実施蜜  

1．個人実施型  

詔  2．保1新来絶聖 

1，仲人実施璧  

2．震▼断実施聖  

－  

二・  

－－  
か所  人  合計  

月   食掛 か所  

6月以上  6月以上  
1． か所  

寓■r村  6月圭玉  

（注）1．①は∴腋定年市と中核市は記入の必辛なし  

2，③は．零度的保育支援者ごとに、通しt号を記入し異なる看であることが分かるようにすること・  

3．④は、苦慮的保育者ごとに、通し書号を記入し異なる書であることが分かるようにすること・  

4．㊥は、甑当する番号の主に0印を付すこと．  
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別表3  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

良＿待機児童解消促進等事業  都  道  府  県  

皿嗣化移行促進手業  
走 

核 

事業実施  事業開始   ・ ≡   認可までに  認可化移行計回に基づく  認可化移行  
市町村名   月数   環境改善書♯  

の   β   伺〕  ふ  停）   の   ⑧   信   
串汁有無  

伶   
円   月  

の）  

彊  
／  

出  ／  

詔  
／  

／  

／  

合喜十   

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必姜なし  

2・⑨と㊨は、市町村の場合「公」と、社会相祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3・⑪は、実施要綱別添皇の3（1）②の事業を合わせて実施する場合は○をすること。   

別表3  

平成 年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

L待機児童解消促進等■よ  都  道  府  県  
定 

血認可化晰促鱒業  検 

事♯実施  ＝ 一   ■－  認可目標  認可までに  望可化移行創一画に基づく  琵可化移行  

市町村名   月数   環境改善■集  

汀   （曾   仔   伺〕  信）  盾）   

申什有無  
仇   盾）   ㈲   

月  
侃  鳳  

円  

憩  

出  ／  

督  
／  

／  

／  

／ 
合苫十   か所   か所  円  か所  

於  
市訂「村  

公  6月以上  

私  粗  6月束；畜  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必重なし  

2・③と④は、市町村の場合「公」と、社会相址法人等の場合「払」と記入すること。  

3・伍祀∴実施要綱別添皇の3（1）②の事業を合わせて実施する場合は○をすること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

都  道   府   県  
皇一得機児童解消促進等事業  指  定  都  市名  

⊥立保育所分国推進事業  中  核   市  

保育所名  設置  運営  実支出錦   手業実施  
市町村名   主体   主体   月数   

（か  ③  ④  （9  ⑥  
円   月  

柱  ／  

／  

H  ／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

か所  力ヽ所  か所  円  か所  

瞞  
合計  

公  6月以上  

1右町村  私  6月失意  

駐三  （…主〉1．（かは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．（卦と喀）は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

萩  

ロコ  
別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

轟  
生L待機児童解消促進等事業  

都  道   府   県  
指  定  都  市名  

良1保育所分国推進事業  中  核   市  

市町村名  保育所名  設置  運営  実支出報  事業実施  
主体   主体   月数   

の  ②  同  ④  ⑤  
円   月  

潜  ／  

／  

出  ／  

／  

督  
／  

／  

／  

／  

／  

か所   か所  カヽ所  円  か所  
合計  

公  6月以上  

1有町村  私  6月夫三森  

（注）1．（かは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．（∋と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  
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別表3  

平 成  年 度 保育 対策 等促 進事 業費 国 庫 補助 金 に 係 る 事 業 実 施 状 況  

旦」引饅児童解消促進等事業  
名  

」＿5⊥保育所体酎寺別事集  中  核  市  

市町村名   1呆育所名   設置  運営  実支出顔   事業実施  
主体   主体  月数   事業内容   備考  

①   ②   ③   ＠   ⑤   ⑦                    ⑥  ⑧  ⑤）  

円   月  回  

程  

H  
／  

／  

督  

／  

／  
合計   円  か所  

6月以上  

市町村   6月未満   

（注）1，①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公Jと、社会福祉法人等の場合一札」と記入すること。   

別表3  

平 成  年 度 保育 対策 等促 進事 業費 国 庫 補助 金 に 係 る 事 業 実施 状 況  

呈」待機児壬解触進等事業  
名  

＿」Al保育所体験特別事業  中  核  市  

市町村名   保育所名   設置  主体   実支出額   事業実施  月数   事業塩星内容   備考  

圧ノ  ②  ③   ④   ⑤   ⑦                   ⑥  ⑧  ⑨  

円   月  回  

潜  

出  

／  

督  

／  

／  
合計   か所  か所  円  か所  

ヽ  公  6月以上  

市町村  私   私  6月夫濃   

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

L待機児童解消促進等事業  名  
上皇1認可外保育施設の衛生・安全対策事業  中  核  市  

市町村名  認可外保育施設名  設置 主体  運営 主体   実支出額   区分   参加人数   備考  

①   ②   ③   径）  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

円  人  

糧  

出  

／  

畜  

合計   か所  か所  か所  円  人  

公  

瞞  南口打村  私  

（注）1．（かは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

藍  2，③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3、⑥は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。  

夜  

別表3  
田  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

轟  生得鵬壬解消促進等事業  
名  

血認可外保育施設の衛生・安全対策事業  中  核  市  

設置  
市町村名   主体  実支出鏑   区分   参加人数   備考   

①   ②  ③   ⑥  ⑤  ⑥  ⑦  ⑧  

円  人  

潜  

出  

督  

合計   か所  か所  か所  円  人  

公  

市町村  私  

（注）1．（9は、指定都市と中核市は記入の必要なし  
2．③と（卦は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、事業所内保育施設、ベビーホテル、その他の認可外保育施設のいずれかを記入すること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業責国庫補助金に係る事業実施状況  

軋保育環境改善等事業  名  
（1）基本改善事業  中  核  市  

の保育サービス捷侠施設烹昔j冒但i隻手姜  

市町村名   施設名   ■■  運営  実支出顔  
主体  （円）   提供する保育サービス内容 実施事業内容  

①   ②   ③   ⑥   ⑤   §）   ⑦  
1．既存施設の改修費用  
2，設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

荘  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置辛及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  

出  ／  

2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  

督  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設傭の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  

／  3．備品の購入費  

合音十   円  

（注）1．（むは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

Z．Q）と⑥は、市町村の場合「公Jと、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、保育所、地域子育て支援拠点事業（センター型）．議抑僅盲ステーーションなどを記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

L保育環境改善等事業  名  
（1）基本改善事業  中  核  市  

（†）促音サービス1婁1共鮪云隻語肩促i集書圭  

市町村名   施設名  設置  実支出鏑  
主体   （円）   提供する保育サービス内容   実施事業内容  

の  ②  喧）   ④   ⑥  ⑦  
1．既存施謹の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．傭晶の購入費  

憩  
／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  

出  ／  

2．設情の設置千及び修繕費  
3．憮品の購入費  

／ 

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  

督  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設傭の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  

／  

2．設備の設置費及び修繕費  
3．條晶の購入費  

合計   円  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3一⑥は、保育所、地域子育て支援拠点事業（センター型）などを記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業貴国庫補助金に係る事業実施状況  

む鮨錮蛸等事業  悪 霊 芸 芸名  
（1）基本改善事業  中  核  市  
虐）認可化移行環   境改善事業  

市町村名   実施事美内容   認可化移行促進  
主体  主体   （円）  事業申請有無  

の   （勤   3   房）  ⑤   庶）  （勤  

1．既存施設の改♯土用  

2．設備の改正暮及び♯蟻圭  

3．傭晶の■人糞  

拓  

／  

1．敗存権毀の改修董用  

2．設備の設t費及び＃繕兼  
3．備品のす人事  

1．既存施設の改♯土用  

出  
2．設鵬の設置兼及び♯繕茸  
3．♯晶の購入暮  

1．匿存施設の改♯費用  

2．設備の設t責及び♯絶景  

督  3．傭品の★人糞  

／  

1，既存施毀の改♯費用  

2．毀傷の毀壬糞及び鯵縞糞  

3．鷹島の■入士  

1．既存施設の改修費用  

2．設傭の毀モ責及び♯縫義  

3．ヰ品の購入兼  

合計   円  

市町村   
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と⑧は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合ー私Jと記入すること。  

3．⑧は、該当するもの全ての番号に○をすること。  

4．⑳は、実施要綱別添皇の出血の事業を合わせて実施する場合は○印刻寸すこと。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

む保育胆改善神業  
名  

（1〉基本改善事業  中  核  市  

（致認可化移行   潰故美事隻  

市町村名   
主体   （円）   年月日  事業申請楕無  

田   価   何）  6   膚）  （勤   

1．既存施設の改♯費用  

2．設備の設互井及び腰繊兼  

a．庫品の■入書  

潜  
1．既存施設の改♯兼用  

乙設備の没書責及び＃繊責  
8．傭晶の■入兼  

1．既存施設の改♯糞用  

国  
2．設備の毀t暮及び♯ヰ糞  
∂．備品の■人員  

1．既存施設の改★費用  

2．毀傷の毀t鷺及び♯繊兼  

督  8．傷晶の■人士  

1、既存施設の改♯兼用  

2，毀傷の毀壬士及び修繕費  

3．備品の■人士  

1．既存施設の改♯費用  

2．設備の設五井及び♯縄文  
3．傭晶の■人糞  

合計   

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と⑥は．市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑨は、該当するもの全ての番号に○をすること。  

4．⑩は、実施要綱別添量の呈1乱の宇美を合わせて実施する場合は○印刻寸すこと。   
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別表3  
平成  年度保育対策等促進事業貴国庫補助金に係る事業実施状況  

む保育環境改善等事業  
名  

（1〉基本改善事業  中  核  市  

（訃病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）】蛋鰭改善手業  

市町村名  対  象  施  設  名  設置  実支出額  事 業 開 始  
実施事業内容  主体   

（円）  

（刊   厚）   ③   ＠  信）  信）  庁）  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置豊及び修繕費  
3．備品の購入費  

彊  1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3＿備品の購入隻  

出  
1．既存施設の改修貪用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．礁品の購入鼻  

1＿既存施設の改修豊用  
2．！受備の設置豊及び修繕貴  

畜  3．備品の購入鍵  

1．既存施設の改修雇用  
2．設備の設置費及び修繕隻  
3．備品の購入隻  

1＿既存施設の改修費用  
2．設備の設置貪及び修堵費  
3、備品の購入費  

合計   か所  円  
公  

市町村   私  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。   

別表3  
平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

L保育胴改善等手業  
名  

（1）基本改善手業  中  核 市  

保育手業（体調不良僻対応型）攫土豪改♯手業  

市町村名  対  象  施  設  名  設置  実支出額   事 業 開 始  実施手業内容  
主体   

（円）  

巾   虐）   ③   ④  （言）   信）  の  
1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置裁及び修繕費  
3．備品のI職人鐘  

蓮  1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置貴及び修繕費  
3．備品の購入貴  

出  
1．既存施設の改修豊用  
2．設備の設置糞及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修雇用  

督  
2．設備の！畳置貪及び修繕費  
3．備品の職人費  

1．既存施設の改修数用  
2．設傭の設置貪及び修繕費  
3．備品の購入藍  

1．既存施設の改修費用  
2．没傭の設置費及び修繕費  
3．債晶の購入費  

合計   か所  か所  円  
公  

市町村   私  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、病児・病後児保育事業（休調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての番号に○をすること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

虹保育佃改善等宇美  
名  

（2）環境改善事業  中  核   市  

（了）保育所陸曹児啓人偏進壬圭  

市町村名   施設名   設置  実支出魚  
主体   （円）  実施事業内容  

の   （豹   （勤   仔）  （訪  （飢  

1．既存施儲の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

橿  1＿既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

出  

／  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

潜  
1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施儲の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕兼  
3．備品の購入費  

合計   か所  か所   か所  円  

公  

市町村  札  

（注〉1．（Dは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、該当するもの全ての番号に○をすること。   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

L保育掴改善等事業  ■ 
名  

（2）環境改善事業  中   核   市  

（了）保育所障害児受入促進事業  

市町村名   施設名   
設置  実支出額  
主体   （円）  実施手業内容  

の  虐）   信）   仔）  （も  膚）  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  

潜  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

国  1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

督  
1．既存施設の改修兼用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3．備品の購入費  

1．既存施設の改修費用  
2．設備の設置費及び修繕費  
3，備品の購入費  

合計   か所  円  

公  

市町村   私  

（注）1．（Dは、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と⑥は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、該当するもの全ての番号に○をすること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

む保育環境改善等事業  悪 霊 霊 芸名  

（2）環境改善事業  中  核  市  

②保育所分園推進事業  

市町村名   施設名   
設置  実支出級  
主体   （円）   

実施事業内容  

の   ②   （弐   店）  同  応）  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

荘  
1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

国  1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

静  
／  

1．設備の設置費及び修増資  
2．備品の購入費  

1，設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

1．設備の設置費及び修楢葉  
2．備品の購入費  

合計   円  

需日汀村   

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、該当するもの全ての番号に○をすること   

別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

L保育環境改善等事業  
指  都 豊 富 芸名  

（2）環境改善事業  中  核  市  

②保育所分園推進事業  

市町村名   施設名   
設置  実支出鼓  
主体   （円）  

実施事業内容  

の   招）   仔）  ふ  信）  

1．設備の設置費及び修櫓費  

頸  
2．備品の購入費  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

出  1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

督  
／  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

／  

1．設備の設置費及び修櫓費  
2．備品の購入費  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

合計   円  

市町村   

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、該当するもの全ての番号に○をすること   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業童国庫補助金に係る事業実施状況 

虹保育環境改善等事業  
名  

（2）環境改善事業  中  稜  市  

（訃病塀・病後l胃保育事姜（怯諒不良児対応刑）推進塞蓋  

市町村名   象  施  設  名  実支出額  実施事業内容  
主体  （円〉   

の  同   ③  ④  ㊦   （訊  同  

1、設備の設置費及び修繕貪  
2．備品の購入費  

拓  1．設備の設置費及び修繕琶  
2．備品の購入費  

1．設備の設置費及び修繕費  

国  2．備品の購入責  

1．設備の設置費及び修繕黄  
2．備品の購入貴  

督  
1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

／  

1．設備の設置貴及び修繕費  
2．備品の購入費  

合計   円  

市町村  
（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2，③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること。  

4．⑦は、該当するもの全ての章号に○をすること。   

別表3  
空  平成  年度保育対策等促進事業費国庫補助金に係る事業実施状況  

L保育環境改善等事業  
名  

（2）環境改善事業  中  核  市  

（訃病児・病後姫保育書蓋（怯韻不良児対応型）推進享蓋  

市町村名   象  施  設  名  実支出額  実施事業内容  
主体  （円）   

の   虐）  （卦  ④  店）  信）  仇  

1．没傭の設置儀及び修繕費  
2．備品のオ入費  

憩  1．設傭の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

出  
1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入先  

1．設備の設置費及び修繕費  

詔  
2．備品の購入費  

／  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．備品の購入費  

／  

1．設備の設置費及び修繕費  
2．傭晶の購入費  

合計   か所   か所  円  

公  

市町村  私  

（注）1．①は、指定都市と中核市は記入の必要なし  

2．③と④は、市町村の場合「公」と、社会福祉法人等の場合「私」と記入すること。  

3．⑥は、病児・病後児保育手業（体調不良児対応型）を開始する年月日を記入すること．  

4．⑦は、該当するもの全ての香号に0をすること。   
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別表3  

平成  年度保育対策等促進事業費個庫補助金に係る事業実施状況  

6▲猛朋＝育促進事業  名  
中  は  市  

開所時In   廷長を含めた   平均対象児王敬  年隈Eぺ  

市町鞘名  
「れ   倣   信l  店  侃  侶）  信〉   佃   椚l   （和  

私  時一 時   人  諒  ▲  
rlll露〝ll  ▲  ・  

私  時”晴   
rll賄蘭）  【〕  鐘  I,lt 

私  昨一 時   

私  晴一 畔   軋＿＿＿＿．．＿＿ム  
rll賭蘭l  

私  

蓮  合計   か斬  円  円   6月以上 か所  

6月未満 か所  

＜合計悉≪市れ綱、も浦舟景（指富も市・中ほ市）分〉＞  

延長保育蛙遺尊王（基本分）  

出  うち30分社■   ・＝1†時間の闊所時間の絵札暮引即こ風声士を加配（最邑基準及びその  

C   暮■■  F   

他の嬢肋食害の記1基準lニ蝮定する保育士のほかに保育士1人以上配 ■ナ  

督  
！  

廷長保育事業（加井分）  

・・・11時間の間柄時節の前後に、ユ吋以上の延長保育を実施（保育士2  
人以上配鷹）  

「前延長J「後置長」モれモれ1事菓とカウントする．  
030分廷長…80分以上の延長．かつ平均対象児玉蝕が1人以上  

i  

01時間延長  
・・1蹄蘭以上の廷長、かつ平均対象児量敵が6人以上  

02時間以上の筐長  
含l†   か所   ‥・廷長時間を満たし、かつ平均対象児玉散が3人以上  

布■†象1  （例1）一美医長が1時間で平均対象兜1が3人」の≠合  
130分廷長  

（注）1巧）は、実施要綱別添6の4の（1）を芙施した施設のれ泣入すること．  （鋼之）一案延長が21専闇で平均対象児童が2人JというⅦ合  

2 府）は、廷長保育時間を含めない、基本闇市時間を24畔Ⅷ未配で絶入することれ  －1時間廷長の事件を濾たすか、又は30分医長に該当  

3 侃は．廷長保育時間を含めた総闇市特蘭を2－1時¶栗色で記入すること、  

4 侃は、芙施要綱別添6の6の（l〉に基づく琶長時間を記入すること．  

5 爪）は、芙施要綱別添6の6の（1〉に基づく平均対象児1数を記入すること．  

6 日は．冥掟要綱糾云6の4の（之）に基づく廷長良育事象を実施した施設セを記入すること爪  

7 Dは、E－しの合計と一致させること．  

8 E・一Lは、そ九ぞれの延長特用ごとに．前章長及び揉延長の融を足Lただ敬子註入すること．   
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平成22年度保育対策等促進事業費補助金実施要綱 新旧対照表（案）  
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第1 事業の種類  
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特定保育事業実施要綱  特定保育事業実施要綱  
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2 実施主体   
実施主体は、市町村又は保育所を経営する者とする。  

3 対象児童   
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改正前  

5 留意事項  
（1）本事業の実施に当たっては、法第24条による保育の実施に支障がな   

ないよう職員配置や設備基準について十分に留意すること。  
（2）本事業の実施に当たっては、保育所保育指針を参考とすること。  

6 事業の実施手続  
（1）市町村の長及び特別区の長は、毎年度、事業を実施するに当たっては、   

実施保育所等について都道府県知事に十分協議を行うこと。  
（2）この実施要綱の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類を整備   

しておくこと。  

）
①
 
②
わ
 
 

l
 
 

国
 
る
 
 

に定めるところにより補助するものとする                                    ll■ ▼／一  ′   V   ）  ▼′  ヽ－  ′   V  O 助成する事業に対して都道府県が補助す  

都市及び中  勘  市が実施する事業又は助成する事業  
に必要な経費の一部を保護者負担とすることが  

ヽ  －  

－一－  鰍項転毒逼通観 毒毎遠幽巌麺毎覇由幽 
－  

逼ら遠慮蔽轟  

l■   



休日・夜間保育事業実施要綱  休日・夜間保育事業実施要綱   
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改正前  
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病児・病後児保育事業実施要綱  病児・病後児保育事業実施要綱  
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認めた者とする。   
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保
不
が
つ
業
 
類
業
児
童
が
設
後
童
当
に
調
童
か
事
 
 

業
事
病
児
変
付
病
児
、
的
体
児
心
る
 
0
 
 

事
本
）
 
急
に
）
 
て
時
）
 
安
図
業
 
 

1
 
 

3
 
 

2
 
 

3 （略）  
3
 
 

となる事業類型は、次に掲げるものとする。  

ヽ一  の
等
 
 

状
所
 
 

症
育
 
 

の
保
 
 

面
、
 
 

当
所
 
 

、
療
 
 

つ
診
 
 

カ
．
 
〇
 
 

、
院
業
 
り
病
事
 
 

あ
を
る
 
 

で
童
す
 
 

」
児
育
 
合
該
保
 
 

場
当
に
 
 

、
 
 
勺
 
 

し
 
 
1
′
‖
H
 
 

な
て
時
 
 

ら
い
∵
 
 

至
お
で
 
 

に
に
ス
 
期
合
一
 
 

復
場
ペ
 
 

回
い
ス
 
 

「
な
用
 
 

の
れ
専
型
の
を
る
対
中
な
保
 
 

い
一
 
 

お
で
 
 

に
ス
 
 

間
一
 
 

期
ペ
 
 

な
ス
 
 

難
用
 
 

困
専
 
 

が
た
 
 

育
れ
 
保
さ
 
 

団
設
 
 

集
付
 
 

、
 
 

つ
等
 
 

か
所
 
 

、
育
 
 

り
保
 
 

あ
、
 
 

で
所
 
 

」
療
 
 

調
、
 
体
で
 
 

、
を
事
 
て
応
る
 
 

い
対
図
 
お
な
を
 
 

つ
け
勺
 
 

‥
■
十
小
－
√
・
ハ
 
 ∵

 
 

な
る
 
 

ど
こ
‖
リ
 
 

と
 
 量

 
 

目
し
 
 
 

－
 
ノ
 
 

る
 
 

象
事
病
当
ら
育
生
病
病
の
 
 

児
業
児
面
、
を
ま
後
気
 
 
 

童
の
対
症
集
行
で
児
の
A
 
 

対
本
）
 
か
保
年
）
 
 

4 （略）   
対象となる児童は、次のとおりとする。  
応型  

と
で
3
 
 

こ
庭
校
 
 

い
家
学
 
 

な
り
小
 
 

い
よ
た
 
 

て
に
め
 
 

つ
合
認
 
 

至
都
と
 
 

に
の
要
 
 

期
等
必
 
 

復
務
が
 
 

回
勤
村
 
 

の
の
町
 
 

気
者
市
 
 

病
護
、
」
 
 

、
保
て
う
 
 

が
つ
つ
い
 
 

い
か
あ
と
 
 

な
、
で
」
 
 

れ
り
童
児
 
 

ら
あ
児
病
 
 

め
で
な
「
 
 

認
難
難
下
 
 

は
困
困
以
 
 

変
が
が
（
 
急
育
 

と
童
型
期
り
 
 

の
保
こ
児
応
復
よ
 
 

状
団
う
の
対
回
に
 
 





所
J
る
の
る
の
 
 
 

場
り
す
等
す
域
 
 
 

施
お
当
理
当
地
 
 
 

実
て
担
管
担
を
 
 
 

の
れ
を
生
を
授
 
 
 

業
さ
業
衛
業
支
 
 

D
事
慮
事
・
事
談
 
 

と
本
配
本
理
本
相
 
 

こ
 
に
 
管
 
る
 
 
 

③
 
④
 
⑤
 
 

網
㈲
齢
摘
齢
銅
 
 

医
師
実
を
地
て
 
 

児
 
 

1
 

．
－
・
 

榔
肺
醐
腑
摘
瞞
 
 

さ
 
 

面
 
 

生
 
 

衛
 
 
 

で
 
 

等
 
 

ス
 
 

は   

象
 
 

対
 
 

ヨ
ー
ク
 

ニ
∴
＝
 
ー
ー
リ
ノ
 
場
 
 

と
 
 

こ
 
 

る
 
 

す
 
 

と
 
 

保
 
 

康
 
 

健
 
 

の
 
 

体
 
 

全
 
 

量
 
 

育
的
子
的
 
 

護
健
護
一
 
 

看
保
看
ニ
 
 

す
 
 

対
 
 

等
 
 

ヨ
印
 
妻
ノ
 
 
∩
 
 

産
と
 
 

妊
こ
 
 

児
と
が
載
い
こ
か
所
実
利
 
 
 

後
者
設
記
な
う
前
育
を
な
 
 
 

病
護
施
を
は
行
る
保
業
切
 
 
 

び
保
い
等
性
を
す
る
事
適
0
 
 
 

及
、
な
容
要
定
所
す
の
た
と
 
 
 

型
後
で
内
必
決
登
施
型
じ
こ
 
 
 

応
た
関
方
の
の
に
実
応
応
る
 
 

法
対
せ
機
処
院
れ
所
を
対
に
め
 
 

方
児
さ
療
、
入
入
育
業
児
状
努
 
 

施
病
診
医
状
が
け
保
事
後
症
に
 
 

実
）
受
）
症
師
受
）
の
病
の
保
 
 

3
 
 

1
 
 
2
 
 

（
 
 
 

6
（
 
（
 
 

6 実施方法  
（1） （略）  に

 
の
医
、
 
 

医
 
童
た
し
 
 

け
 
0
児
し
認
 
 

つ
と
が
察
確
 
 

り
こ
者
診
を
 
 

か
う
護
を
状
 
 

か
行
保
童
症
 
 

を
を
、
児
、
 
 

童
定
は
 
○
り
 
 

児
決
合
例
よ
 
象
の
場
式
に
 
 
 

鋤
 
 

つ
え
型
票
し
 
 
 

㌧
・
‥
、
．
㌧
■
 
 

応
議
児
た
を
∩
 
 

対
協
病
し
旨
と
 
 

対
れ
る
様
 
 

、
入
す
2
 
 

は
け
施
紙
 
 

の
医
、
 
 

童
た
し
 
 

児
し
 
 

が
察
確
 
者
診
を
 
 

譲
を
状
 
 

保
童
症
 
 

日
し
 
 
 

ヽ
－
・
・
．
ノ
 
 
ヽ
 
は
 
 

0
り
 
合
例
よ
 
 

場
式
に
 
 

実施する  型
票
し
 
 

嬬
錮
銅
 
児
た
を
 
 

病
し
旨
L
 
 

が
載
い
こ
 
 

設
記
な
う
 
 

凋
翫
紺
 
な
容
要
定
 
 

で
内
必
決
 
 

関
方
の
の
）
 
 

機
処
院
れ
略
 
 

療
、
入
入
（
 
 

医
状
が
け
 
 

）
症
師
受
）
 
 

を
 （別紙1様  
たもわ㌻）  

型
は
童
確
 
応
又
児
の
 
 

対
型
、
制
 
 

児
応
し
体
 
 

良
対
と
携
 
 

不
児
と
連
 
 

調
病
こ
る
 
体
の
る
け
 
 

、
域
す
お
 
 

は
地
用
に
 
 

て
、
利
域
 
 

い
く
に
地
 
 

つ
な
的
、
 
 

に
で
先
う
 
 

児
の
優
よ
 
 

・
艮
も
を
る
 
 

不
る
設
れ
 
 

調
す
施
わ
 
体
用
る
行
 
 

の
利
す
が
 
 

ら
を
施
用
 
 

－
∽
岩
－
 
 
 事

療
市
い
し
本
療
運
医
化
導
る
病
す
い
本
の
に
染
体
を
 
 

意
医
 
と
対
 
医
業
 
変
指
す
 
設
つ
 
走
者
感
 
童
 
 

留
）
①
 
 
②
 
 
③
 
 

1
 
 

7
（
 
 

関
村
」
療
業
関
へ
機
的
助
と
対
医
あ
業
安
し
防
の
 
 
 
 
■
・
【
－
－
」
J
「
一
 
 
）
 
t
t
Y
一
7
り
J
■
．
■
ノ
 
 
ー
 
 
 
一
 
．
ズ
」
．
．
「
ト
ト
 
■
．
．
J
 
 
一
 
」
ヽ
ノ
 
．
．
．
■
．
－
、
ノ
L
 
⊃
＝
■
ノ
 
′
■
ノ
′
 
 
 
 
H
‖
．
h
し
 
′
し
 
ー
・
h
－
 
項
機
町
う
医
事
機
営
療
に
、
こ
児
る
て
事
目
対
の
温
曹
 
 

」
に
 
の
事
 
の
の
定
 
 
 

会
設
 
め
、
態
で
選
 
 
 

師
施
 
た
し
 
病
面
め
 
 
 

医
施
 
0
ぅ
定
 
0
の
療
じ
 
 
 

方
実
と
ら
選
と
童
医
か
 
 
地
、
こ
も
め
こ
児
の
ら
 
 
 

「
 に

る
て
じ
る
、
常
あ
 
 
 

下
も
す
れ
か
す
は
日
を
 
 
 

以
と
導
入
ら
築
合
、
）
 
 
 

（
 と

指
け
あ
構
場
め
。
 
 
 

等
う
う
受
を
を
る
た
ナ
リ
 
 
 

一
－
二
．
∴
 
 

∴
∴
 
 

∴
 

二
 
 

と
長
i
機
を
（
の
関
確
言
 
 

（
 

併
に
 
 

択
応
 
関
 
 

機
 
 

療
 
 

医
 
 

力
 
 

協
 
 

は
 
 て

 
 
 

∴
∵
∵
川
 
 

型を実施  ヽ  て
 
 
 

－
．
∨
 
 お

 
 

ナ
し
 
 

計
 
 

場
 
 

る
 
 

す
 
 対

 
 

の
 
 

急
 
 

緊
 
 

機関の医師を含む。）  
かじめ文書により取り  

の
 
 

め  
医と相談のうえ、－  

湘   するとともに、保護  
実施するに当たっては、指  
対応可能な症例、開所時間  
周知し、理解を得ること  



他
 
 

ヽ
 
で
 
 

と
 
 

こ
 
 

す
 
 

施
 
を
 
 

慮
 
 

な
 
 

分
 
 

十
 
 

の
 
 

へ
 
 
■
 
 

0
、
1
－
、
′
．
■
 
■
ノ
一
．
■
J
「
一
－
 
 

面
と
合
育
来
防
言
 
 

生
こ
場
保
往
予
助
 
 

衛
る
る
と
の
、
ぅ
 
 

、
す
す
所
児
は
よ
 
 

し
止
施
場
他
て
る
 
 

置
防
実
施
び
し
す
 
 

設
を
を
実
及
際
種
 
 

を
染
型
業
員
に
按
 
 

備
感
応
事
職
れ
防
 
 

設
の
対
、
、
入
予
 
 

の
へ
児
う
で
け
て
 
 

等
員
良
よ
と
受
じ
 
 

い
職
不
い
こ
の
応
 
洗
び
調
な
る
童
に
 
 

手
及
体
し
け
児
要
 
 
 

児
 
染
設
 
必
 
②
 
③
 
 
④
 
 

他の健康な児童が感  
の間に間仕切り等を  
と。  

は
室
る
況
 
0
 
 

て
戯
す
状
と
 
 

い
遊
限
の
こ
 
 

お
・
制
種
る
 
 

に
室
を
接
す
 
 

等
こ
 
 
を確認するとともに、  

へ
 

続
0
 
 

碩
嘲
乱
打
碩
郎
 
 

2
 
 

1
 
 

8
（
 
 
 
（
 
 

‥
・
 
 
 
 
 
 
く
 

γ
叫
…
…
心
 
 

。）及び特別区の長は  
育所等について都道府県  

旨の必要な書類を整備  る
 
 

あ
 
 

で
 
 

等
 
 

用
 
 

費
 
 

9 （略）  
1
 
 

9
（
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町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助す  0
 
市
事
指
事
る
 
 
 

る
 
本
き
 
 

①
 
②
）
で
 
 

2
 
 

（
 
 

業
担
 
 
 

事
負
 
 
 

る
者
 
 
 

す
護
 
 
 

成
保
 
 
 

助
を
 
 
 

は
部
 
 
 

又
一
 
 
 

業
の
 
 
 

事
費
 
 
 

る
経
 
 
す
な
 
 
 

施
要
 
 
 

実
必
 
 
 

が
に
 
 
 

市
め
 
 
 

核
た
 
 
 

中
る
 
 
 

び
す
 
 
 

及
施
 
 
 

市
実
 
 
 

都
を
 
 

業
定
業
 
 

とすることが  
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1  は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとす  ふ
怠
－
 
 

べ
す
題
 
 

業
 
的
す
に
課
 
 

事
育
目
る
う
た
 
 

育
保
の
す
よ
し
 
 

保
的
業
望
る
う
 
 

的
庭
事
希
き
こ
 
 

庭
家
 
 
で
 
 

家
）
①
 
 

1
 
 

2
「
 
 

保
的
業
望
る
は
宅
施
を
こ
施
施
的
）
 
 

的
庭
事
希
き
又
居
実
消
る
冥
実
庭
号
 
庭
家
 
 
で
士
の
 
 

業
 
的
す
に
に
 
 

事
育
目
る
う
修
 
育
保
の
す
よ
研
 
 

家
）
①
 
 

1
 
 

1
「
 
 

が  

す  

が
育
）
1
の
供
 
 

と
保
－
㍗
㌔
童
提
 
 

二
∴
∴
．
㌔
 
 

働
が
」
」
待
ビ
 
 

、
な
者
育
て
一
 
 

け
け
育
保
つ
サ
 
 

預
受
保
的
も
育
 
 

に
を
的
庭
、
保
 
 

所
援
庭
家
し
な
 
 

蕾
 
 

人
 
 

の
 
 

て
 
 

安
 
 

が   
い
 ■

 
‥
 
 

．
 
 

人
 
 

の
 
 

て
 
 

べ
す
 
 

るため、保  るため、  
に対応  より市町村長  

する者（以下「家庭的保育者」とい  において  

の 保育（以下「家庭的保育」と  ことで、保育  
とともに、地  

う。）の居宅等   曇
■
■
。
い
∵
㍍
■
∴
 
 

現
銅
摘
俳
 
 

し 旦  ノ  ／ ○ ′   ▼一′ ′l・・」   ］ 「「「l、一■ ■ヽ、－′ ▼  

いう。）を実施するこ とで、保育ず＝ビスの供給を増やし  
機児童の解消を図ることを目的とする。  

もって待  

保 
満 

経営する  

主
主
低
施
託
 
 

又
準
。
 
者
基
づ
 
 

育
る
し
 
 

保
す
と
 
 

．
 

・
l
へ
 

ー
 
 

市町村（特別区を含む。以  下同じ。）  

を
 
 

とす  る。ただし、  
2年法律第16  
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改正後   改正前   

という。）「第6 家庭的保育者等について」の「1 家庭的保育   
者等の要件」に定める家庭的保育者   

b  b家庭的保育者自身が介護を行うことを必要とする同居親族等が  
いないこと。  

エ 補助者の要件は次のとおりとする。   c補助者については、乳幼児の養育に熱意のある着であって連  
a ガイドラインに定める基礎研修を修了した者  ヽ 携保育所、実施保育所又は市町村が実施する研修を受講した者と   

に健全であるこ すること。  b 心身ともと。－  
かな愛情を有していること。   

d 乳幼児の保育に専念できること。   
e 乳幼児の保育に閲し虐待等の問題がないと認められること。   

オ 家庭的保育支援者 の要件は次のとおりとする。   ヱ家庭的保育支援者の資格要件は次のとおりとする。  
a 保育士であり、10年以上の保育所における勤務又は家庭的保   

育の経験を有する者   ける保育の経験を通算して   
b 心身生もに健全であること。   いて主任保育士の経験を有   
c 乳幼児の保育についての理解及び熱意並びに乳女児に対する豊   すること。   

かな愛情を有していること。   c 家庭的保育者が休暇等を取得することにより保育を一時的に休   
d乳幼児の保育に関し虐待等の問題がないと認められること。  止する場合に、家庭的保育者に代わり児童の保育を行うことがで  

きるよう、アの要件を満たす居宅又は賃貸アパート等、家庭的保  
育を実施するために適切と市町村が認めた場所（家庭的保育者が  

を実施する場所を含む。）を確保すること 
。 エ個人実施型保育の実施要件は次のとおりとする。  

生家庭的保育者が一人で保育をするときは、保育する乳幼児の数は  育する児童の人数は3人以 ただし、補助者を  
に2人以上で保育千首寄合には  且保下とすること。 雇用して2天－〒保育する場合は、保育ずる児童市天貰頂5人以下 ‾Fず‾石‾ごと 3人以下であること。補助者ととも 5人以下了ず貫こと。（家庭的保育者自身悶育する三親等訝内  。（家庭的保育者自身に、養育する＝親等以内の親族   

の親族関係にある就学前児童がいる場合は、当該児童も含めて3人   関係にある就学前児童がいる場合は 当該児童も含めて3人以下   
以下、補助者とともに保育する場合は5人以下とすること（当該児  又は5人以下とすること（当該児童が保育所等において保育され  
童が保育所等において保育されている場合を除く。）。）  ている場合を除く。）。）   

キ補助者は、家庭的保育者の指示を受けて保育に従事することとし、 ‾ 
3人を超える乳幼児を保育する時間帯は常時配置されていること。   

且補助者は、家庭的保育者の指示を受けて保育に従事することと  
し、3人を超える温室を保育する時間帯は常時配置されているこ  
と。  

乞 個人実施型の家庭的保育者は、市町村と委託契約等を締結した連   c家庭的保育者は、市町村と委託契約を締結した連携保育所から  
携保育所から育児・保育に関する技術的な支援を受げること。   育児・保育に関する技術的な支援を受けること。  

d家庭的保育支援者については、専任の者を、原則として連携保 ‾ 生 家庭的保育支援者については、専任の者を、原則として連携保育  所に配置すること。   育所に配置すること。  
王 家庭的保育支援者の配置については、家庭的保育者3人から15   

人に対し1人の配置を標準とすること。   
且家庭的保育支援者の配置については、家庭的保育者3人から1  

5人に対し1人の配置を標準とすること。  
サ 賠償責任保険に加入すること。   
ラ保育内容は、保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第14   

⊥賠償責任保険に加入すること。  

る 1号）に準拠すとともに、保育所保育と異なる家庭的保育独自の   
保育内容に留意して保育を行うこと。   
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及
及
育
も
当
体
 
 

所
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の
と
担
る
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育
育
児
 
 

保
保
幼
 
携
携
乳
 
 

速
達
 
 

ア
 
 

⑥
 
 実

 
 

保育所及び  携
児
 
 

連
 
 
 

ア
 
 

。
を
等
速
備
 
 

針
 
 

一
‥
 
 

い
し
的
 
 

児
に
」
を
 
育
も
者
制
 
 

童の  保  

訂
 
 

引
い
備
 
J
と
整
 
 

す
下
受
こ
 
 

と  

轍
 
 

有
（
絡
す
 
向
 
置
庭
 
け
は
 
 

イ
 
 
｛
ソ
 
 

「
け
と
ま
上
な
し
的
家
る
介
児
 
 

当
体
 
 

担
る
 
 

け
と
、
努
、
い
育
的
定
を
児
 
 

下
受
こ
た
に
お
な
保
庭
認
介
幼
 
 

以
を
る
ま
上
な
し
的
家
る
紹
乳
 
 

種研修等に積極的に参加し、相談・指導技術の  当
る
庭
と
援
育
受
こ
育
き
は
庭
行
育
と
 
 

担
め
家
こ
支
保
を
う
保
で
又
家
を
保
と
 
 

者
こ
的
も
者
の
け
と
上
る
実
的
う
の
 
 

各
 
0
育
き
の
込
児
 
 

は
と
保
で
へ
申
た
 
 

相談・指導技術の   た
に
お
な
保
庭
認
を
童
 
 
 

し
 
 

加
 
 

参
 
 

的
 
 

極
 
 

積
 
 

等
 
 

修
 
者
 
 

施
 

着
こ
的
も
者
の
け
こ
育
き
は
的
う
 
 

当
る
庭
と
援
育
受
う
保
で
又
庭
行
 
 

担
め
家
こ
支
保
を
行
の
施
所
家
を
 
 

各
 
つ
育
き
の
込
乳
 
 

努
、
い
育
的
定
行
の
施
所
、
迎
的
 
 
 
 
育
お
送
庭
 

向
 
置
庭
 
け
紹
 
 

イ
 
 

合
 
 

場
 
 

る
 
 

す
 
 

置
 
 

接
が
援
を
の
 
 

支
る
支
み
童
 
 

を
 
 

者
 
 

配  は
的
と
に
育
 
 

て
庭
こ
村
保
 
 

い
家
る
町
的
 
お
も
す
市
庭
 
 

配
家
 
欠
又
 
を
び
 
に
旋
 
 

者
及
 
育
斡
 
 

当
者
 
保
の
 
 

担
育
 
り
者
 
 

、
保
 
よ
育
 
 

脈
弧
那
澗
脱
 
 

合
つ
 
 

場
 
 

る
 
 

す
 
 

置
 
 

コ
し
 
 

酉
 
 

を
 
 

お
 
 

、その場合であって  
ができる体制を整備  
代行するとともに、  
保護者に対Tぞ丁家  

その場合であ  

ユ
十
予
 
 

る体制を整備  

諾
鋤
 
 

る場合には  

者に対t｛  

わ
て
と
庭
 
 

代
じ
こ
家
 
 

に
応
う
、
 
 

者
に
行
は
 
 

育
要
を
合
 
 

保
必
迎
場
 
的
、
送
る
 
 

庭
は
の
 
 

家
合
童
 
 

、
場
児
 
で
の
用
 
 

囲
そ
利
 
 

支
も
施
保
こ
実
に
 
 

の
と
育
支
も
場
｛
 
 

障
の
保
育
と
施
 
 

範
 
0
で
を
る
訪
 
 

い
る
ま
者
き
を
 
 
 
な
す
所
援
で
所
 

庭
 
 

育
要
 
は
 
 

家
合
ラ
い
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■
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－
 

支
も
育
と
 
 

長
が
 
 

延
着
 
 

、
当
 
 

り
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わ
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代
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に
応
 
 

者
に
 
 

・
ワ
 
 謂
 
 

育
携
 
者
 
に
 
 

エ
 
 
 

弼
 

保
達
 
者
 
 め

 
 

保
な
が
家
 
 

育
、
迎
）
 
 

保
お
送
略
 
携
な
が
（
 
 

家庭的保育支援   





業
市
、
こ
し
用
国
 
 

事
 
は
 
備
費
 
 

）
①
 
②
 
）
①
 
 
 

に
と
な
 
 
 

る
こ
要
 
 
 

す
る
必
 
 
 

施
す
の
 
 
 

実
議
旨
 
 
 

を
協
る
 
 
 

業
分
あ
 
 
 

事
十
で
 
 
 

、
に
等
 
 
度
事
所
 
 
 

年
知
育
 
 
 

毎
県
保
 
 
 

、
府
る
 
 
 

は
道
す
 
 
 

長
都
合
 
 
 

の
て
適
 
 
 

区
い
に
 
 
 

別
つ
件
 
 
特
に
要
 
 
 

び
等
の
 
c
 
 

続
及
所
綱
と
 
 

手
長
育
要
こ
 
 

施
の
保
施
く
 
 

実
村
施
実
お
 
 

の
町
実
の
て
 
 

（2） （略）  
当たって  

整
 
 

を
 
 

類
 
 

書
 
 （3） （略）  

して、別に定めるところにより補助するものとす  対
 
 

業
 
 

事
 
 

の
 
 

次
 
 

は
 
 る。   

ア 市町村が実施する事業に対して都道府県が補助する事業   
イ 指定都市及び中核市が実施する事業  

② （1）の事業を実施するために必要な経費の一部を保護者負担とす   
ることができる。  

行
目
る
に
た
た
こ
と
体
体
る
件
村
す
当
業
可
た
第
存
可
備
概
項
 
 

移
の
す
う
し
る
る
こ
主
主
き
要
町
行
、
事
認
満
法
く
認
設
を
事
 
 

化
業
望
よ
う
す
す
る
施
施
で
施
市
移
え
本
て
て
 
多
 
 
準
摘
 
可
事
希
る
こ
行
援
図
実
実
託
実
 
に
う
 
し
ベ
ア
 
イ
ウ
 
 

認
）
 
き
 
移
支
を
）
 
委
）
①
 
 
②
 
 
 

し
童
め
指
ス
 
 

心
児
た
・
ビ
 
 

安
機
る
援
一
〇
 
 

が
待
す
支
サ
る
 
 

人
、
応
な
育
す
 
 

業
 
の
め
対
要
保
と
 
 

事
 
て
た
に
必
、
的
 
 

進
 
べ
る
題
に
で
目
 
 

促
的
す
す
課
め
と
を
 
は
も
 
 

2 認可化移行促進事業 「1） （略）  1
 
 

3
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 こ
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保
き
童
 
 

く
い
可
で
児
 
 

働
て
認
行
機
 
 

、
つ
て
移
待
 
 

け
な
し
へ
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預
と
対
所
つ
 
 

に
題
に
育
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所
課
設
保
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育
の
施
可
し
 
 

保
緊
育
認
や
 
 

を
喫
保
、
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へ
う
消
 
所
よ
解
 
 

育
る
の
 
 

外
い
を
 
 

、認可  
導を行  

3
 
 

2
 
 

（
 
 

（
 
 （2） （略）  

（3）実施要件   
① （略）  

する。ただし、本事業を保育所を経営する者に  村
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町
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市
と
 
 

、
の
 
 

と
 
 

す
 

と
事
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地
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県
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条
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改正前  

認可化移行環境改善事業と併せて実施できるものとす  は
 
 

業
 
 

事
 
 

本
 
 
 

エ
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業
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、
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市
指
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き
は
 
 
 

事
 
は
 
書
費
国
 
 
補
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で
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に
と
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日
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こ
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す
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あ
 
 
 

施
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実
議
等
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協
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分
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度
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定
 
り
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、
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あ
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し
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た
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つ
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終
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国
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町
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な
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助
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⊥
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府
 
 

道
業
 
 

都
事
 
 

て
る
 
 

し
す
 
 （6） （略）  

と
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れ
 
 

る
ら
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行
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移
と
 
0
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と
 
 

保
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め
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が
責
き
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と
 
 

保
施
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外
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が
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 業

 
 

進
 
べ
る
題
保
分
る
 
、
 
 

推
的
す
す
謀
る
所
す
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園
目
る
に
た
す
育
と
体
体
 
 

分
の
す
う
し
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保
的
主
主
 
所
業
望
よ
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設
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目
施
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育
事
希
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こ
を
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を
実
実
 
 

保
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き
 
園
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と
）
 
 

1
 
 

2
 
 

4
「
 
 
 

事
 
て
た
に
育
園
 
 

3 保育所分園推進事業 「1） （略）  
の人が安心して子どもを保育所に預  こ

る
保
る
を
 
 

く
い
る
す
消
 
 

働
て
あ
成
解
 
 

、
つ
で
助
の
 
 

け
な
満
を
童
 
 
 

とがで  

繋
が
特
つ
 
 

喫
模
る
も
 
 

解 
対応するため、  
所に対して、運  
等の設置促進を  

消
員
に
り
 
 

定
営
図
 
 

が  の課題と  
育
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図
 
 

所分  

とに  
るこ   

規
係
 
 

未
費
児
 
 

30人  

経
機
 
な
待
 
 

別
て
 
 

（2） （略）  

（3） （略）  

（4） （略）  

市町村又は保育所を経営する者とする。  

は
つ
 
長
道
合
 
 
 

所
に
 
の
都
適
 
 
 

育
営
 
区
て
に
 
 
 

保
運
 
別
い
件
 
 
 

る
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つ
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な
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施
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①
 
②
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により補助するものとする  ろ
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又
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助
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 助成する事業       は  又

 
 

業
 
 

事
 
 

る
 
 

す
 
 

施
 
 



改正後   改正前   

4 保育所体験特別事業   5 保育所体験特別事業   
「1）事業の目的   

ベビー 
「1）事業の目的   

ホテル等の認可外保育施設を利用する親子等、主に認可保育所   ベビーホテル等の認可外保育施設を利用する親子や適切な保育を必要   
を利用していない入所要件に該当する児童を含む親子に保育所を開放し、   ると   としている親子等に保育所を開放し、定期的な保育所体験を実施す   定期的な保育所体験を実施するとともに、保育所入所児童との交流、児   相談・助言を通じて、認可外保育施設等を利用する子育て家庭の支援を  
等を利用する子育て家庭の支援を行い、もって児童の福祉の向上を図る   行い、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。  
ことを目的とする。   

（2）（略）  （2）実施主体  

実施主体は、市町村又は保育所を経営する者とする。  

（3）対象者   （3）対象者  
本事業の対象となる者は、普段認可保育所を利用していない入所要件   本事業の対象となる者は、普段認可保育所を利用していない親子を対  

に該当する児童を含む親子等を対象とするものとする。   
（4）実施要件   

象とするものとする。  
（4）実施要件   

① 対象者が利用しやすい日（土日祝日も可）を選定して年12回以上   ① 対象者が利用しやすい日（土日祝日も可）を選定して月1回以上実   
（原則として月1回以上。感染症の発生等やむを得ない事情がある場   施すること。  

合には、他の月に振り替えることができる）実施すること。   
② ②児童の発達状況の観察や保護者からの聞き取り等により、対象とな  

る親子の抱える悩みや問題点を的確に把握するとともに、指導のため  
の計画を策定の上、必要な支援を行うこと。  

③（略）  ③対象となる児童に対しては、集団活動を通じた子ども同士の関係づ  
くりや基本的な生活リズムの習得などの効果が期待される計画の策定  
に配慮すること。  

④（略）  ④対象となる保護者に対しては、離乳食等の調理方法や食事の食べさ  
せ方、絵本の読み聞かせ等の遊びの習得、子どもの発するサインの理  
解などといった効果が期待される計画策定に配慮すること。  

⑤市町村は、本事業を実施する保育所から実施計画を提出させ、要綱   
に則した計画となっていることを確認すること。   

（抄本事業は、認可保育所を利用していない入所要件に該当する児童を ‾ 金本事業は、認可保育所を利用していない親子を対象とするものであ  
含む親子等を対象とするものであり、特にベビー ホテルを利用してい  り、特にベビーホテルを利用している親子や引きこもり親子等が本事  
謂子や引きこもり親子等が本事業に参加しやすいよう、積極的に働   業に参加しやすいよう、積極的に働きかけること。  
きかけること。   

旦 市町村及び本事業を実施する保育所は、広報誌等による広報のほか、   塵市町村及び本事業を実施する保育所は、広報誌等による広報のほか、  
母子健康手帳の配布や1歳6か月健診等の機会をとらえて周知の徹底   母子健康手帳の配布や1歳6か月健診等の機会をとらえて周知の徹底  
に努めるとともに、関係機関との連携に努めること。   に努めるとともに、関係機関との連携に努めること。  

（5） （略）   （5）留意事項  
①本事業は、親子の育ちを計画的に支援することを目的としたもので  

あり、単に地域住民に保育所や園庭を開放する事業及び入所児童との  
交流を行う事業は対象とならないこと。  

②地域子育て支援拠点事業を実施する市町村にあっては、それぞれの  
事業が効果的に連携するよう配慮すること∩   
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改正前  

（別添旦）  

保育環境改善等事業実施要綱   

1 事業の目的   
駅前等の利便性の高い場所にある既存の建物を活用して、保育所や保育   

所分園等を設置するなど保育を実施する施設の設置を促進し、もって児童   
の福祉の向上を図ることを目的とする。  

2 実施主体   
実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は保育所を経営す   

る者とする。   

3 対象事業   
本事業の対象となる事業は、次に掲げる「基本改善事業」及び「環境改   

善事業」とする。  

保育環境改善等事業実施要綱  
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（∋ 病児・病後児保育事業（体調不良児対応型）環境改善事業  
本通知の別添3「病児・病後児保育事業実施要綱」の3の  

基づく事業（以下「病児・病後児保育事業（体調不良児対応  
いう。）の実施に必要な保育所の改修等を行う事業。  

（2） （略）  

知の別添  に
と
 
 

）
 
」
 
 

ほ
勤
 
 

く事業（以  巳
保
 
 

いう。）の実施に必要  
（2）環境改善事業  

等を行う事業。  

一
に
児
所
を
業
の
 
 

サ
次
害
育
等
事
園
 
 

の
、
障
保
修
進
分
 
 

へ
で
所
の
改
推
所
 
 

者
業
育
存
な
園
育
 
 

用
事
保
既
要
分
保
 
○
 
 

利
う
 
 
必
 
 
業
 
 
 

行
①
 
 
②
 
 

のサービスの向上等のため、既存の事業実施施設の改修等を  
、次に掲げるものとする。  
障害児受入促進事業  
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老朽化に伴う改修・修繕は、本事業の対象としない  

の実施については、保育所障害児受入促進事業を除き、1施設  
回限りとすること。  
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7 補助金の返還  
認可化移行環   

育施設が認可   

主体の責めに帰   
ができるものと  
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